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米 軍 基 地 関 係 特 別 委 員 会 記 録＜第２号＞

開会の日時

年月日 平成25年３月27日 水曜日

開 会 午前10時31分

散 会 午後７時50分

場 所

第４委員会室

議 題

１ 陳情平成24年第128号、同第129号の２、同第136号、同第168号、同第169

号、同第171号の２、同第172号、同第173号、同第182号、同第204号、陳情

第15号、第24号、第25号の２、第26号及び第27号

２ 閉会中継続審査（調査）について

３ 参考人招致について

出 席 委 員

委 員 長 新 垣 清 涼 君

副 委 員 長 又 吉 清 義 君

委 員 末 松 文 信 君

委 員 中 川 京 貴 君

委 員 具 志 孝 助 君

委 員 仲宗根 悟 君

委 員 新 里 米 吉 君

委 員 玉 城 義 和 君
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委 員 嘉 陽 宗 儀 君

委 員 呉 屋 宏 君

委 員 比 嘉 京 子 さん

委員外議員 なし

欠 席 委 員

なし

説明のため出席した者の職・氏名

知 事 公 室 長 又 吉 進 君

知 事 公 室 基 地 対 策 課 長 池 田 克 紀 君

総 務 部 税 務 課 長 金 城 聡 君

環 境 生 活 部 環 境 企 画 統 括 監 下 地 岳 芳 君

環 境 生 活 部 環 境 政 策 課 長 大 浜 浩 志 君

環 境 生 活 部 環 境 保 全 課 長 上 原 栄 淳 君

福 祉 保 健 部 保 健 衛 生 統 括 監 国 吉 広 典 君

農 林 水 産 部 農 政 企 画 統 括 監 平 敷 昭 人 君

土 木 建 築 部 土 木 整 備 統 括 監 金 城 淳 君

土木建築部海岸防災課副参事 松 田 了 君

、 。○新垣清涼委員長 ただいまから 米軍基地関係特別委員会を開会いたします

、 、前田政明委員の御逝去に伴う後任の委員として ３月13日の本会議において

嘉陽宗儀委員が選任されましたので、御報告いたします。

それでは、新たに本特別委員会委員に選任されました嘉陽委員、一言御挨拶

をお願いします。

（嘉陽委員挨拶）

次に、陳情平成24年第128号外14件及び閉会中継続審査・調査についてを一
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括して議題といたします。

本日の説明員として知事公室長、環境生活部環境企画統括監、福祉保健部保

健衛生統括監、農林水産部農政企画統括監及び土木建築部土木整備統括監の出

席を求めております。

まず初めに、陳情平成24年第128号外14件の審査を行います。

ただいまの陳情について、知事公室長の説明を求めます。

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明

をお願いいたします。

又吉進知事公室長。

休憩いたします。○新垣清涼委員長

（休憩中に、又吉公室長から執行部を代表して、前田委員の長逝に対す

る哀悼の意の表明があった ）。

再開いたします。○新垣清涼委員長

又吉進知事公室長。

ただいま議題となっております知事公室の所管に係る請○又吉進知事公室長

願及び陳情につきまして、県の処理概要を御説明いたします。

、 、 。知事公室所管の請願はゼロ件 陳情は継続10件 新規５件となっております

まず、継続審議となっている陳情10件につきましては、お手元に配付してお

、 、ります請願・陳情説明資料の処理概要の欄に 大幅な変更がございませんので

説明は省略させていただきます。

次に、新規の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。

資料の19ページをごらんください。

陳情平成25年第15号米軍ゴルフ場での日本人利用に関する陳情につきまし

て、処理概要を御説明いたします。

日米地位協定第15条第１項（ａ）では、米軍の諸機関が運営しているゴルフ

場等の娯楽施設は、米軍人及び軍属並びにそれらの家族の利用に供するために

設置するとなっており、同趣旨に沿って、管理・運営されるべきであると考え

ております。県としては、米軍基地内ゴルフ場等の諸機関は、同協定第15条第

１項（ａ）に基づき、日本国の租税が免除されていることから、日本人の利用

の際の具体的な制限の内容や利用手続等について、課税の公平性の観点から明

確な規定を設ける必要があると考えており、日米地位協定の見直しを求める中
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で、日本人に対する役務の提供を制限する旨を明記することを求めているとこ

ろであります。

次に、20ページをごらんください。

陳情平成25年第24号高江ヘリ・オスプレイパッド建設工事の即時中止と土砂

、 。崩落事故の原因究明を求める陳情につきまして 処理概要を御説明いたします

１の後半部分について、陳情平成24年第128号と同じでありますので、説明

は省略させていただきます。

２について、県環境生活部では去る２月13日に現場への立入調査を実施して

おります。当該立入調査についてはヘリパッド移設工事に係り、国が自主的に

実施した環境影響評価に基づく希少な植物種の移植後の状況及び赤土等流出防

止条例に基づく流出防止措置等の確認を目的として、事業者である国に申し入

。 、れして実施されたものであります 専門家やメディア等の立ち入りについては

適宜、当該部局において対応を検討するものと考えます。

３について、陳情平成24年第128号と同じでありますので、説明は省略させ

ていただきます。

次に、22ページをごらんください。

陳情平成25年第25号の２沖縄における枯れ葉剤汚染の真相解明を求める陳情

につきまして、処理概要を御説明いたします。

１について、去る２月19日、米国防総省が、沖縄の枯れ葉剤に関する報告書

を日本政府関係者に説明したとの報道を受け、県は外務省に対し、事実関係の

確認と内容の公表を求めたところであります。その後３月８日、米国防総省が

同報告書を公表したことを受け、県は、外務省に対し、同報告書の内容につい

て、県民や県、関係市町村に対し、十分に説明することを要請したところであ

ります。

２について、米国防総省が公表した報告書によると、これまで沖縄において

オレンジ剤が関連したとの疑惑が持たれている事象について、既知かつ入手可

能な全ての記録を徹底的に調査した結果、これらの事象におけるオレンジ剤の

関連性、または沖縄への運搬、使用、埋蔵等の記録は、発見されなかったとし

。 、 、 、ております 県としましては 引き続き 同報告書の内容を精査するとともに

関係機関と連携しながら、新たな事実関係も含めて情報収集を行ってまいりた

いと考えております。

３について、県としては、文書の翻訳の公開など可能な限り検討してまいり

たいと考えております。

次に、24ページをごらんください。

陳情平成25年第26号奄美・琉球諸島の世界自然遺産登録に関する陳情につき
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まして、処理概要を御説明いたします。

３のヘリパッド建設に係る部分について、陳情平成24年第171号の２と同じ

でありますので、説明は省略させていただきます。

３の辺野古・大浦湾における米軍基地建設に係る部分について、県は、普天

間飛行場の代替施設について、日本国内の他の都道府県への移設が合理的かつ

早期に課題を解決できる方策であると考えており、政府に対し、普天間飛行場

の県外移設及び早期返還の実現に向け、真摯に取り組むよう、強く求めている

ところであります。

６、７について、米軍基地から派生する環境問題については、その影響が基

地内にとどまらず、周辺住民等の生活環境に影響を与えることから、県は、日

本国における合衆国軍隊の活動への環境保全に関する国内法の適用等、日米地

位協定の見直しを求めているところであります。県としては、今後とも沖縄県

軍用地転用促進・基地問題協議会―軍転協や渉外関係主要都道府県知事連絡協

議会―渉外知事会とも連携し、あらゆる機会を通じ、日米両政府に日米地位協

定の見直しを求めてまいりたいと考えております。

以上で、知事公室の所管に係る陳情15件につきまして、処理概要を御説明い

たしました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

知事公室長の説明は終わりました。○新垣清涼委員長

次に、環境生活部環境企画統括監の説明を求めます。

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明

をお願いいたします。

下地岳芳環境企画統括監。

環境生活部関連の陳情につきまして、御説明いた○下地岳芳環境企画統括監

します。

環境生活部関連の請願はゼロ件、陳情は継続４件、新規４件となっておりま

す。

初めに、継続審議となっている陳情４件につきましては、処理概要に変更が

ありませんので、説明は省略させていただきます。

次に新規の陳情につきまして、処理概要を説明いたします。

お手元の資料20ページをごらんください。

陳情平成25年第24号高江ヘリ・オスプレイパッド建設工事の即時中止と土砂

崩落事故の原因究明を求める陳情について、御説明いたします。
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１の前半部分について、今回の崩落事故については、当該工事との関連性が

想定されることから、現在、県は、沖縄防衛局に対し、崩落の原因や崩落箇所

の赤土等流出防止対策等について詳細な報告を求めているところであります。

県としましては、今後、沖縄防衛局からの報告の内容を精査した上で、赤土等

流出防止について適切に指導等を行っていきたいと考えております。

次に、22ページをごらんください。

陳情平成25年第25号の２沖縄における枯れ葉剤汚染の真相解明を求める陳情

につきましては、知事公室長より処理概要を説明しておりますので、説明を省

略いたします。

続きまして、24ページをごらんください。

陳情平成25年第26号奄美・琉球諸島の世界自然遺産登録に関する陳情につい

て御説明いたします。

１及び５について、世界自然遺産の登録に当たっては、国立公園化等による

保護担保措置が必要になりますが、米軍基地については保護担保措置がとれな

いため、現時点では北部訓練場は国立公園等の対象地域とはならないと考えて

おります。

２及び４について、世界自然遺産登録の推薦書をユネスコに提出した後で、

ＩＵＣＮはユネスコの依頼を受けて現地調査を行い、推薦物件の価値や保護状

、 、 、態 今後の保護管理計画などについての評価を行うことになりますが その際

米軍基地の情報を求められた場合は、環境生活部が所管することになると考え

ております。

６について、平成25年１月に発生したヘリパッド建設地における土砂崩落に

ついて、県は、赤土等流出防止条例に基づき、事業者である沖縄防衛局に対し

て立入調査が早急に実施できるよう申し入れ、同年２月13日に立入調査を実施

しております。なお、県は、沖縄防衛局に対し、崩落の原因や崩落箇所の赤土

等流出防止対策等について詳細な報告を求めているところであります。

８について、本県は、亜熱帯海洋性気候のもと、島嶼性という生物多様性に

富んだ自然環境であることを踏まえ、沖縄県環境影響評価条例では特別配慮地

域を定め、一般的な地域よりも小規模な事業から環境影響評価手続を適用し、

本県の環境の保全に資することとしております。また、今回の条例改正におい

て、事業の計画段階から環境配慮を行う配慮書手続等の新たな手続を盛り込む

こととしており、環境により配慮した環境影響評価制度の推進に資するものと

考えております。

続きまして、27ページをごらんください。

陳情平成25年第27号沖縄防衛局による公有水面埋立承認申請に関する陳情に
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ついて御説明いたします。

、 、１について 平成23年12月28日に県へ送付された環境影響評価書については

環境影響評価手続の最終段階にもかかわらず、準備書に対する知事意見に十分

に対応されておらず、また、評価の結果も適切ではないなど多くの問題点があ

りました。そのため、飛行場事業については25項目175件の不適切な事項を、

埋立事業については36項目404件の不適切な事項を指摘した上で、当該評価書

で示された環境保全措置等では、事業実施区域周辺の生活環境及び自然環境の

保全を図ることは不可能と考えるとの知事及び免許等権者の意見を述べたとこ

ろであります。

２について、平成24年12月18日に県へ送付された補正後の環境影響評価書に

ついて、県としては、評価書に対する知事及び免許等権者の意見で指摘した不

適切な事項への対応状況について、現在、その内容を確認しているところであ

ります。

以上、環境生活部に係る陳情処理概要について、御説明いたしました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

環境生活部環境企画統括監の説明は終わりました。○新垣清涼委員長

次に、福祉保健部保健衛生統括監の説明を求めます。

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明

をお願いいたします。

国吉広典保健衛生統括監。

福祉保健部関連の陳情につきましては、継続の１○国吉広典保健衛生統括監

件となっており、処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていた

だきます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

福祉保健部保健衛生統括監の説明は終わりました。○新垣清涼委員長

次に、土木建築部土木整備統括監の説明を求めます。

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明

をお願いいたします。

金城淳土木整備統括監。

土木建築部所管の陳情につきまして、処理概要を御○金城淳土木整備統括監

説明いたします。
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土木建築部関連の陳情は、新規１件となっております。

資料の27ページをお開きください。

陳情平成25年第27号沖縄防衛局による公有水面埋立承認申請に関する陳情に

つきまして、処理概要を御説明いたします。

記の１及び２につきましては、処理概要が環境生活部と同じですので、説明

は省略させていただきます。

記の３について、平成25年３月22日に県へ提出された公有水面埋立承認申請

書については、行政手続法、公有水面埋立法等の関係法令にのっとり対応して

まいりたいと考えております。

以上で、土木建築部の所管に係る陳情１件につきまして、処理概要を御説明

いたしました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

土木建築部土木整備統括監の説明は終わりました。○新垣清涼委員長

次に、農林水産部農政企画統括監の説明を求めます。

なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明

をお願いいたします。

平敷昭人農政企画統括監。

それでは、農林水産部関係の陳情について、御説○平敷昭人農政企画統括監

明いたします。

27ページをごらんください。

農林水産部関係の陳情は１件、陳情平成25年第27号でございますが、先ほど

の土木整備統括監が説明した処理方針と同じ内容でございますので、説明は省

略させていただきます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

農林水産部農政企画統括監の説明は終わりました。○新垣清涼委員長

これより各陳情に対する質疑を行います。

質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡

潔にお願いいたします。

なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うよ

うお願いいたします。

質疑はありませんか。○新垣清涼委員長
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嘉陽宗儀委員。

この移設問題についてですが、県外移設をずっと説明されて○嘉陽宗儀委員

いますが、県外移設のための具体的な努力を今までなさっているのかどうか。

もし、なさっているのならばその具体的な中身を説明してもらえますか。

普天間飛行場代替施設の県外移設につきましては、御承○又吉進知事公室長

知のように政府が最低でも県外という方針をもとに戻して、現行の日米合意案

。 、に基づいて進めるという姿勢を依然として維持しているわけです 県としては

知事の公約に県外移設を掲げ、知事が当選して以降、累次にわたりまして閣僚

―内閣総理大臣含めまして、日米の政府に対して最も県外移設が合理的である

と、辺野古移設は事実上不可能であるといったことを申し上げまして、そうい

う申し入れ等を続けてきたということでございます。

25ページの処理方針では、県外移設及び早期返還実現に向け○嘉陽宗儀委員

真摯に取り組むように政府に求めるということですよね。具体的には、県外と

いう場合には広いわけだから、政府に要請するだけではなくて具体的な取り組

みを何かしていますか。

この箇所―移設先を選定し、それを仮にそういった方針○又吉進知事公室長

になったときに調整を行う、そういった責任は全て、一義的に政府にあると考

えております。したがいまして、今のところは政府は方針は変えていないわけ

ですが、やはり県外移設、現行の方針を見直していただきたいということは政

府に対して再三申し上げているわけでございます。

もちろん沖縄に関する特別行動委員会―ＳＡＣＯ合意―日米○嘉陽宗儀委員

両政府の合意ですから、今の知事公室長の態度でいいと思います。やはりそう

しますと、今、日米両政府は沖縄県民側の要望に基づいて県外移設を具体的に

検討しているかというと、あくまで辺野古推進という立場ですよね。そうしま

すと、今の県の姿勢を実現するためには、日米両政府の辺野古推進ということ

について、やはりこれはできませんよということで、正面から突破しなくては

いけないと思いますが、決意はありますか。

これは再三知事が申し上げております。それは理由のな○又吉進知事公室長

いことではありませんで、辺野古移設案が事実上不可能と申し上げております
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けれども、知事の言葉をかりますと、やはりここに公有水面埋立申請が実際に

提出されているわけですけれども、今後のプロセス等を考えますと大変な反対

運動が起きる、これは知事の言葉でございます。また、それ自体が大変時間が

かかると、それは固定化とほぼ変わらないということを考えますと、県外の飛

行場のある場所に移すことが合理的であると主張しているわけでございます。

よそに移せば解決する問題ではなくて、がんの痛みはよそに○嘉陽宗儀委員

移しても、やはりこれはなくなりません。がんは取り除く以外ないということ

をずっと言ってきました。それからしますと、世界一危険な普天間基地を本土

のどこかで引き受けてほしいと言っても不可能だと思います。そうであれば―

沖縄県民の危険性除去、負担軽減というのであれば、普天間基地を即時無条件

に撤去せよと、閉鎖せよということのほうが現実的だと思いますが、いかがで

すか。

今、この問題の原点が普天間飛行場の危険性、住民の負○又吉進知事公室長

担ということにあるという点では、委員と考えは一致していると思います。し

かしながら、これは従前からずっと言い続けて、県が主張し続けていることで

すけれども、やはり無条件即時撤去という考え方は県としては現実的であると

は考えておりません。やはり移設、返還、しかしながら移設は県外であるとい

うことが県の考え方でございます。

即時閉鎖ということが難しいというのであれば、今の普天間○嘉陽宗儀委員

飛行場というのは日本の航空法上は飛行場ではありません。普天間基地の使用

実態は、やはり住民の皆様方が許容限度を超していると、大変であると、受忍

限度を超しているという苦しみの実態についてはよく理解していますよね。

何を持って受忍限度とするかといいますと、いろいろと○又吉進知事公室長

考えがあるでしょうけれども、県としてはやはり極めて危険性の高い、住民生

活に負担を与えている飛行場であると認識しております。

ＳＡＣＯ合意が結ばれてから、移設について具体的に取り組○嘉陽宗儀委員

み始めてからでもなかなか動きません。始めてから何年になりますか。

ことしで17年と承知しております。○又吉進知事公室長
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この17年間において、辺野古への移設問題の具体的な進展は○嘉陽宗儀委員

ありましたか。

何をもって進展かということもございます。ただ、日米○又吉進知事公室長

両政府が普天間飛行場の危険性の除去について一定の配慮なり、熱意を持って

やっているということは認めていいと思います。しかしながら、再三申し上げ

ておりますように、辺野古への移設は、現状においては事実上困難であると県

は考えているところでございまして、そういう意味では、辺野古移設につきま

しては、県は県外移設が早いと言っているわけでございます。

危険性の認識が一致しているのであれば、移設できるかどう○嘉陽宗儀委員

かということからいえば不可能、具体的には不可能に近いですよね。17年たっ

てもだめですし、今からあと何年たてば県民がわかりましたと納得するかとい

うとそういう見通しは全くないわけですから、将来にわたっていつまでにでき

るということはないわけですから、少なくとも危険性の除去という問題では、

全面撤去と言わなくてもオスプレイを飛行させないとか、ＣＨ46やＣＨ53の飛

行をストップするとか、実態として、普天間飛行場を閉鎖状況にするというこ

とは、撤去しなくても可能性はありますか。

運用の面につきましては、当然、オスプレイにつきまし○又吉進知事公室長

ては、県民の不安が払拭されていないと、配備計画の見直しを引き続き求めて

おります。また、普天間飛行場の騒音問題あるいはそこで起きる事故について

は、やはり低減、ゼロにするように政府として努力をするべきであると申し上

げております。

県民総意としてオスプレイを絶対に認めないというのに、県○嘉陽宗儀委員

民負担の軽減のためにオスプレイ配備をすると日米両政府は言っていますよ

ね。沖縄県民に負担を押しつけるためではなくて、県民の基地負担の軽減のた

めにオスプレイに交代するのだと。それはどう思いますか。

オスプレイの配備が県民負担の軽減という論理は、私は○又吉進知事公室長

聞いておりません。オスプレイの配備はいわゆるこの地域の抑止力を高めて、

この地域を安定するという観点で話をされていると思います。しかしながら、

オスプレイに関しては、先ほど申し上げましたように、県民の不安が払拭され

ていないという中で、配備中止を求めて計画の見直しを求めているという状況
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でございます。

これまで抑止力論をこの米軍基地関係特別委員会でどれだけ○嘉陽宗儀委員

やってきたのかわかりませんが、アメリカ合衆国自身が、在沖米軍、在日米軍

は日本を守るため、沖縄を守るためではないということをはっきりとさせてい

ますので、あくまでよその国、イラン、イラク、アフガニスタンを含めて海外

での戦争のために使う基地ですから、そういうことをはっきりとさせて、抑止

力になるわけではないということを県の立場からも日米両政府に物言いするべ

きではないですか。

今の委員の御質疑は本会議でも恐らくなされた御質疑○又吉進知事公室長

で、ワインバーガーの言葉を引用されたものだと思います。その言葉は、いわ

ゆる日本を守るためだけにあるのではないという趣旨であったと思います。い

ずれにしましても、日米安全保障条約が締結されておりまして、締結国として

の我が国の責務があって、それ自体がこの地域の安定に貢献しているという認

識は県としてはございます。しかしながら余りにも過重な基地の負担を軽減さ

れるように努力するべきだということが県の立場です。

この議論は引き続きにして、前に進みます。○嘉陽宗儀委員

27ページ陳情第27号、環境影響評価書についてお聞きします。この処理概要

を見ますと、埋立事業について36項目404件の不適切事項を指摘した上で、当

該評価書で示された環境保全措置等では事業実施区域周辺の生物環境及び自然

環境の保全を図ることは不可能と考えるということを述べていますが、この中

身について説明をしてください。

これは事業者である沖縄防衛局から出されました○下地岳芳環境企画統括監

評価書について、その飛行場部分は条例に係る分でございます。公有水面埋立

法に係る部分を合わせて条例部分が25項目の175件、法に係る部分が36項目の

404件です。いろいろと詳細な、例えば、オスプレイの排気による生活環境、

自然環境の影響とか、周辺のバード・ストライクであるとか、埋め立ての話だ

とか、そういったもろもろを合わせて多くの意見を述べたということでござい

ます。その結果として、この措置では自然環境及び生活環境の保全は不可能で

あるという結論を出したということでございます。

そうしますと、皆さん方の立場からいえば、埋立事業につい○嘉陽宗儀委員
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ては認められないということに当然、結果としてそうなると思います。これは

実際上埋立免許はどうするかということは、土木建築部ですよね。こことの調

整は―埋立免許権者には意見を言うのですか。

今、委員がおっしゃっているのは、先だっての埋○下地岳芳環境企画統括監

立申請の絡みですね。この場合は、土木建築部のほうから、国土交通省の通知

に基づいて環境生活部の意見を求めるということになりますので、私どもはそ

のときに、評価書の段階で知事意見を言ったものについてしっかりと対応して

、 。いるかどうかの確認 あるいは精査をしていくというスケジュールになります

泡瀬干潟の埋立免許の際にも、向こうには124の絶滅危惧種○嘉陽宗儀委員

が生息している、これをきちんと保全しなくてはいけないのではないかという

ことで意見を述べました。結果としては、行政事務手続上これを保全したかど

うかは埋立免許と関係ないので、ということで免許を出して、埋め立てに入っ

たのです。今回も、皆さん方が出した意見についても十分に対処しきれないと

いうことがわかっても、土木建築部のほう―海岸防災課では結果としては進め

るということになりますか。

土木建築部としましては、環境生活部側の意見を聞○金城淳土木整備統括監

いたり、地元の意見とか利害関係人の意見、いろいろな意見を聞きながら審査

を進めてまいる所存でございます。

少なくとも自然環境が破壊される。しかも今、世界自然遺産○嘉陽宗儀委員

登録の中で、そういった沖縄の貴重な自然を破壊するようなことについても、

泡瀬干潟のように事業認可が進められることになるとそれこそ大問題になりま

すから、これについては今、沖縄県も沖縄県議会も普天間基地の移設は辺野古

ではないということは一致しているのだから、その県民総意の意見を尊重して

から海岸防災課の仕事をするべきだと思いますが、どうですか。

繰り返しになりますが、利害関係人とかいろいろな○金城淳土木整備統括監

縦覧期間での意見とか、地元の意見、環境生活部の意見など総合的に審査して

まいりたいと考えております。

24ページ陳情第26号の５の世界自然遺産登録について。これ○嘉陽宗儀委員

は北部訓練場は、保全のためには手をつけられないという説明ですか。
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世界自然遺産登録の絡みで、登録をするためには○下地岳芳環境企画統括監

まずは国内法で保全措置が担保されていることが大前提でございます。ですか

ら、国内法が現在の北部訓練場という基地に適用できるかというとできないの

、 、 。で 返還後は可能ですが 現在では難しいということを申し上げたところです

国の森林計画を見ても、森林の保全については、基地であろ○嘉陽宗儀委員

うがどこであろうが厳格にやるべきとなっていますので、基地内だからできま

せんではなくて、やはり改めて貴重な自然を知恵を使って守っていくという決

意で取り組んでもらいたいと思いますが、どうですか。

基本的には委員のおっしゃる気持ちで取り組んで○下地岳芳環境企画統括監

おります。

きのう土木環境委員会で東村高江のヘリパッドの建設現場を○嘉陽宗儀委員

見てまいりましたけれども、崩落しています。それは皆さんは工事と関係ある

と考えているようですが、どうですか。

委員のみなさんがごらんになったように、斜面部○下地岳芳環境企画統括監

分が崩落して、その対策、応急措置が練られています。我々が赤土等流出防止

条例に基づく届け出の区域外と言っているのは、海浜部でないということから

そういった話をしています。

工事と関係あると判断したのですよね。○嘉陽宗儀委員

処理方針でも申し上げていますように、明らかに○下地岳芳環境企画統括監

この工事との因果関係はないという断定はできませんので、今、関連性がある

だろうという想定のもとで、沖縄防衛局に詳細な報告を要請しているところで

す。

あの現地は復帰直後、私どもが大衆運動で抗議した場所―ヤ○嘉陽宗儀委員

ンバルの頂上部分を全部切り取られてヘリパッドにされるという、その一環と

して、向こうの山も森林状態だったけれども伐採されています。ですから、沖

縄防衛局の皆さん方は、もともとここには木はありませんでしたと言っている

ので、私はここにこんなものをつくるなと抗議したほうですから、ありました
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と言いました。やはり工事によって崩落が起こっていることは明確ですから。

国頭マージは粒子が細かくて、ちょっとした雨でも溶けて流れ出すという性質

。 、 、を持っています ですから 改めて皆さん方なりにここまできているけれども

、 。これ以上の被害を出さないための努力をするべきだと思いますが どうですか

我々も去る２月に立ち入りをしまして、これ以上○下地岳芳環境企画統括監

の公共水域への赤土等の流出があってはいけないということで、その場で口頭

でも詳細な報告を求めましたし、改めて文書で詳細な報告を求めておりますの

で、その報告書を精査した上で、しっかりと赤土等の流出がないように指導し

ていきたいと考えております。

現場で希少植物の移植を言っていましたが、私はこれをつく○嘉陽宗儀委員

るというときの議会でも、あのような希少植物、絶滅危惧種は自然体系の中で

―生態系の中で保全されるべきであって、植物だけを根っこからどこかに移し

てきちんと生きますということはまずできないと、必ず枯れてしまうと。でき

ないことをやるということは、するべきではないと私は警告しました。現実は

そうなっています。例えば、沖縄市松本にジュリグァーマーチというのがあっ

て、非常に記念するべきものがありましたけれども、道路をつくるときにそれ

を移設するかどうかという話があったときに私は現在の位置でないと、こうい

ったものは枯れるということを主張しました。ところが当局は、専門家の皆さ

ん方が総がかりでやるので移植しても大丈夫ですと言いましたが、枯れてしま

いました。やはり自然の土の恵み、水、土壌、酸性かアルカリ性かという非常

にデリケートな中で生物は生きているわけで、その中で生きているからこそ希

少価値があるのであって、よそに移すとそれがなくなります。そういう意味で

は、今後のヘリパッドについても、世界自然遺産登録が問題になっている中で

は、一つでもこれを枯らさないという努力をさせるべきだと思いますが、どう

ですか。

委員のおっしゃるとおり、植物にとって最適な場○下地岳芳環境企画統括監

所はもともと生えているところでございます。ですから、やむを得ず移すとな

ると当然、移植先の気象環境とか、風通しの部分や日照の関係とか、いろいろ

な条件が絡んできます。私どもは、やむを得ず移す際には専門家の意見をかり

ながらきちんと適切にしなさいとしています。今回、我々が立ち入りしたとき

に枯死状態も確認しましたので、この部分につきましては、今後、事後調査報

告書が出てきます。その中で、なぜ枯れたのかあるいはどうすれば枯れない措
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置ができるのかという部分も含めて、いろいろ適切な対応をしていきたいと考

えております。

質疑はありませんか。○新垣清涼委員長

中川京貴委員。

二、三点聞かせていただきたいと思います。○中川京貴委員

まず、陳情第26号、今、嘉陽委員から質疑があった部分の６番目、25ページ

です。そこの下のほうで、陳情者が、米軍への提供区域への沖縄防衛局立入許

可と、それに対して保護に責任を持てない体制などについてとありますが、こ

れは何を指しているのか説明を求めます。

括弧書きの中の話ということで、お答え申し上げ○下地岳芳環境企画統括監

ます。私どもは崩落が起こったときに、立ち入り等については、事業者である

沖縄防衛局に要請をして立ち入りしましたと。その中で、立ち入りをして相手

から説明を求めて、対策についてこれから詳細な確認をして、対応を逆に指示

していくと、指導していくという部分で。陳情者がおっしゃっている責任を持

てない体制などというのは、なかなか立ち入りが厳しい状況にあるでしょうと

いう意味合いで受けとめています。ですから、それはできる限りいろいろな手

、 。法を使って現場の立ち入りをお願いして 現状を確認するという姿勢でいます

きのう、土木環境委員会で現場調査を行ってまいりました。○中川京貴委員

御承知のとおり、その調査を行う２週間前に手続をしないと現地に入れない。

緊急事態の場合でも２週間の期間を要しなければ入れないのですか。

今、委員のおっしゃったことは日米合同委員会合意で、○又吉進知事公室長

公的機関の立ち入り等についての取り決めがあるということです。ただ、当然

ながら県としましては、とりわけ環境につきましては国内法の適用をまずして

いただきたいということと、緊急時の立ち入りを認めるようにということは言

っています。緊急時の立ち入りが認められたケースがあったかどうかというこ

とですが、詳細は手元に持っていませんが、過去にそういう形で２週間を要さ

ずに入った事例はあったと記憶しております。

知事公室長に伺いたいと思います。例えば、その敷地内で火○中川京貴委員

災が発生した場合は、米軍の責任において消火活動をやりますか、それとも地
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域の自治体の消防車も入る可能性がありますか。

基本的には米軍がみずから消火するべきであると、また○又吉進知事公室長

そういった規定になっております。もちろん規模に応じては地域の消防と協定

を結んで、逆に地域の中で火災が起きたときに米国側に応援を求めると。相互

応援という形でやっているところもあるようでございます。

きのうの現場視察では、６カ所の建設予定地のうち１カ所は○中川京貴委員

完了しておりました。後は手続の問題であると。あと５カ所つくる予定なので

す。県はその許可を与えていますよね。

許可といいますよりも、本事業については赤土等流○上原栄淳環境保全課長

出防止条例に基づいて、去年―平成24年５月に工事の申請が出されました。こ

の申請の中では、Ｎ１地区と、Ｎ４―１地区、Ｎ４―２地区の３つのヘリパッ

ドの工事の申請が出ていました。ことしの２月末までに、そのうちの１カ所―

Ｎ４―１地区が終了したということで、今委員のおっしゃるような全地区につ

いて許可したということとは少し違ってくると思います。もう一つは、沖縄防

衛局は、赤土等流出防止条例に基づいて毎年、工事が終わらなかったら大体５

月から６月ごろにかけて、その年度に工事予定の分を提出してくるという形に

なっています。また５月以降に、もう一度出てくるのではないかと考えていま

す。

基本的に工事をするときに、平成24年の５月から何月まで工○中川京貴委員

事しますという話だと思います。工事の完了の日は聞いていませんか。それと

も、一つ一つそういった要請があるのですか。

本事業につきましては、例えば、去年の事業でいい○上原栄淳環境保全課長

ますと、届け出によりますと平成24年７月１日から平成25年２月28日までが工

期の予定ということで出されています。工期が終わらなかったら、また延ばす

ということもあり得ます。赤土等流出防止条例の中では―特に提出した書類の

、 。とおり対策して工事を実施すれば 条例上は特に問題はないと考えております

現場を見て一番感じたことは、工事に伴って赤土が流出して○中川京貴委員

被害を及ぼしたという陳情等も出ておりまして、これは土木環境委員会、米軍

基地関係特別委員会の両方に出ています。現場を視察しました結果、沖縄防衛
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局の説明ではその下のほうに沢があったりといろいろあるらしいです。沖縄防

衛局の水質調査をする機器が下のほうに入っていると。それでは赤土の流出が

見られなかったという報告を現場で受けました。ただ、それとは別に、現場に

行った人たちは皆、今後もこういった赤土の流出の可能性があるという判断を

したと思います。工事をしてもしなくてもあの急斜面。今後、本当に土砂崩れ

。 、がないのかということに対して疑問を感じます 何を言いたいかといいますと

そこであと５つの工事をします。そのように県は報告を受けていますよね。仕

事を受けるのが県内業者か県外業者かわかりませんが、工事のときに、例えば

緊急事態が発生した場合、救急車が中に入れると思いますか。現場に行った人

はわかります。知事公室長は現場に行ったことはありますか。

Ｎ４地区は視察したことがございます。○又吉進知事公室長

いつ行きましたか。○中川京貴委員

３年くらい前だと思います。○又吉進知事公室長

まず救急車両は現場に入れません。現場に行った人はわかり○中川京貴委員

ます。それから、歩いて現場まで行かなくてはいけない状況にあったことも事

実ですので、ぜひ現場を見ていただきたい。それから、あれを管理するところ

は沖縄防衛局ですか、県ですか、市町村ですか。

まず視察につきましては、やってまいりたいということ○又吉進知事公室長

です。当該工事は沖縄防衛局発注と聞いておりますので、工事管理においては

沖縄防衛局が行うものと承知しております。

工事ではなくて、そこの入り口にフェンスがされています。○中川京貴委員

ここから基地提供施設と。道路があります。その間です。今は封鎖されていま

すが、その地帯の管理は県ですか、市町村ですか、国ですか。

おっしゃっている区域は恐らく県道70号線のことだ○金城淳土木整備統括監

と思いますので、県管理です。

土木整備統括監は現場に行ったことありますか。○中川京貴委員
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はい、行ったことがあります。○金城淳土木整備統括監

緊急事態に入れない状況を見たことありますか。○中川京貴委員

フェンスがされているのは見ました。○金城淳土木整備統括監

緊急車両が入れますか。○中川京貴委員

いきなり来てもすぐに開けられる状態ではないのか○金城淳土木整備統括監

と。沖縄防衛局関係の方が来られないと恐らく開けられないのではないかと思

います。

。 、○中川京貴委員 沖縄防衛局の権限なのでしょうか 具体的に言いたいことは

その中で私たちが説明を受けたことは、沖縄防衛局はあと５つつくると言って

います。その工事をすると言っています。そして、県はそれをある意味では容

認していますよね。環境基準をクリアしたと言っています。とめる理由はない

という説明ですよね。これまでの一般質問や代表質問の中において。そして工

事はします。工事の期間中にここでトラブルが発生したり、けが人が出たり、

救急車両が入れますかということをお聞きしています。それを県はそのまま―

入れない状態のまま放っておくのですか。

今、委員のおっしゃっているトラブルあるいは緊急事態○又吉進知事公室長

がどういった想定か理解しかねますが、もちろん工事に伴う事故あるいはそう

いう不測の事態につきましては、これは一般論ではありますが、消防なり救急

車が入れない地域等については、当然事業者なり、あるいは施設の管理権を持

つ米軍において十分に検討されるべきであろうと考えております。

私は違うと思います。県道は県の管轄です。知事公室長は現○中川京貴委員

場に行っていないからわからないと思います。まずは見てください。県道、県

の管轄内に入れないようになっています―封鎖されています。救急車両であろ

うが、我々県議会議員の調査権でも入れませんでした。いろいろな団体が行っ

たでしょうが、とにかく車でも一切入れません。１分、１秒を争うときに県の

管理する道路に物があるということは黙認するのですかと聞いています。

県道敷きであれば当然、県の道路管理者と調整が行○金城淳土木整備統括監
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われているものと考えております。

きのう現場を見て、もちろん陳情等も受けて、ぜひ県議会も○中川京貴委員

見てどう思うか判断していただきたいという声もありました。現場を見てきて

感じたことは、地域住民がそこにヘリパッドをつくらせないと、地域住民の声

もしっかりとありました。ただ対立することもなく異様な雰囲気です。恐らく

現場に行った方々は皆さん知っていると思いますが、ある意味では命がけでそ

こをしっかりとやっている方々がいました。それを対立しないで何とか、県と

してトラブルが起きないようにできないかと本当は申し上げたいです。そうい

う意味では、今の状態でやるのではなくて、もう少し話し合い。例えば、入口

だけは緊急事態のために開けてもらうとか、そういった話し合い交渉もするべ

きではないかと。向こうは向こうの立場があるように、米軍は米軍の立場、沖

縄防衛局の立場があると思いますが、きのう現場に行って一番感じたことは、

確かに土砂、赤土の崩落もありました。そして、そこに視察に行く前に県道沿

いにもありました。これも何とか対処していただきたい。現場に行く前にも赤

土の崩落箇所が二、三カ所ありましたので、その場所も基地内ももちろんそう

ですが、基地外においても対応していただきたい。そういった意味では、県が

やるべき仕事をしっかりとやっていただきたいということと、何とか対立を話

、 。し合いで解決できる方法はないのかという 努力はしないのかということです

現場に行ったことがないだろうとおっしゃいましたけれ○又吉進知事公室長

ども、私も最近は行っていませんが、その現状については逐一報告を受けてお

りますし、写真等についても確認しております。その状況についても一定程度

の理解をしておりますが、先ほど土木建築部からもありましたけれども、県道

の管理は一義的に県でございます。したがいまして、その現場の事業あるいは

置かれている状況等といったものを総合的に判断する必要があります。しかし

ながら、米軍、政府、住民あるいは県という形で十分に理解を促進しながら進

めていきたいと考えております。

28ページの陳情第27号、沖縄防衛局による公有水面埋立申請○中川京貴委員

について、最後のほうの３で仲井眞知事が埋め立てを承認しないよう決議を行

うことと出ています。この件の処理概要では、平成25年３月22日に県に提出さ

れた行政手続法また公有水面埋立法の関係法令とありますが、詳しく説明でき

ますか。その後に対応をしてまいりたいということですが。
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行政手続法では、行政庁はその申請が事務所に到達○金城淳土木整備統括監

したときには遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならないということ

や、標準の処理期間を定めなさいとか、求められたときには公開できるように

しなさいというものがあります。公有水面埋立法では、もちろん形式審査から

内容審査、ほかのいろいろな手続―地元の意見を聞いたり、３週間の縦覧期間

とか、その間に利害関係を有する者の意見書が出せるとか、そういうことが書

いてあります。ほかに地方自治法もあります。

次に19ページ、新規陳情第15号で米軍ゴルフ場での日本人利○中川京貴委員

用に関する陳情が出ていますが、実際にこのゴルフ場は幾らでゴルフができて

―恐らく米軍の福利厚生施設だと思いますが、幾らでゴルフをして幾らの差が

ありますか。

Ｔａｉｙｏ Ｇｏｌｆ Ｃｌｕｂ―タイヨーゴルフ場につ○金城聡税務課長

いては、電話で利用料金を確認したところ、6000円を徴収して利用させている

と聞いております。5528メートルの延長になっておりまして、18ホールであり

ます。そういう形のゴルフ場として利用されているものと認識しております。

処理概要に日本国の租税が免除されているとありますが、幾○中川京貴委員

ら免除されていますか。

基地外のゴルフ場については、ゴルフ場利用税というもの○金城聡税務課長

が課税されております。タイヨーゴルフ場の規模ですと、基地外に―例えば民

間事業者が経営するゴルフ場であれば、ゴルフ場利用税として800円程度が課

税されるものと思います。

800円だけ安いという認識ではないと思いますが。○中川京貴委員

利用者一人当たり800円の課税がありますので、基地内に○金城聡税務課長

ついては課税がないということです。１人当たり800円の免除があるというこ

とになると思います。

質疑のやり方が悪かったのか、要するにこの租税の800円だ○中川京貴委員

けの差ですか。例えば、民間でいくと１万円だったとすると、このゴルフ場で

、 。 、は6000円ですから 極端に4000円安いですということなのか ただ税でいうと
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租税の800円の差なのか。その辺が理解しておりませんので。

休憩いたします。○新垣清涼委員長

（休憩中に、税務課長から基地外にあるゴルフ場には租税が課されるの

に、基地内にあるゴルフ場には地位協定上日本国の租税を課さないと

いう不公平が、基地内のゴルフ場の利用が促進されて基地外のゴルフ

場経営を圧迫しているのではないかという趣旨の陳情ではないかとの

説明がなされた ）。

再開いたします。○新垣清涼委員長

新里米吉委員。

今の陳情第15号からお聞きします。恐らくホールは利用者１○新里米吉委員

人当たり800円の課税、これ以外にも基地内のゴルフ場は利益になる部分があ

るのではないかということを聞きたいのだと思います。陳情者の趣旨は先ほど

の答弁のとおりなのだけれども、例えば、施設をつくるときの費用とか、民間

だと全部自分で自己負担しますが、その辺も含めて基地内のゴルフ場は、利用

者の課税以外にも利益を受けている部分はありませんか。そうでないと、あの

ような差が出るはずはありません。実は、この陳情者からの資料を見ても、例

えば、ウィークリー・ゴルフ・ダイジェスト新春超特大号の中に問い合わせま

したら、アメリカ人女性が6000円でできますということを教えてくれると、わ

ざわざそういう宣伝までしています。ゴルフの雑誌に、こちらは安くできます

という宣伝があれこれなされています。ですから、おっしゃるとおり6000円で

す。民間のところはどれくらい取っていますか。私はゴルフをやっていないの

でわかりません。１万円はするのではないですか。そうしますとこの差は800

円ではないわけです。個人のゴルフをするときの課税以外の利益もないと6000

円で採算がとれるはずがないので、ほかにも利益になっている部分があるので

はないかと、土地の確保の場合にどうだったのかとか、いろいろあるのではな

いですかと、それはわかりますかと聞いています。

この問題については少し整理をさせていただきますと、○又吉進知事公室長

沖縄県は平成12年度以降、日米地位協定の11項目の見直し要望の中に入れてい

るわけでございます。その理由と申しますのは、先ほど税務課長から話があり

ましたけれども、まずは税の公平性の問題。通常のゴルフ場ですと民間企業で



- 23 -
H25.03.27-02

米軍基地関係特別委員会記録

ございますので、一定の投資をして企業活動としてやっているわけですから、

当然企業活動のコストというものが一般論として対価に―ゴルフ場の利用料金

にはね返ってくると。しかしながら、この提供施設の娯楽施設は日米地位協定

上、趣旨がいわゆる米軍人、軍属等の福利厚生ということですから、それ以外

の用に供するということは、先ほどの税の公平性もそうですし、それと結局は

安いほうがあればそこを利用したがっていることは当然のことでして、客がむ

しろ民間の企業から流れていってしまうと。そこを、この陳情者は問題にして

いると。まさに県もその観点を持って、利用については明確に規定をして、制

限をしていただきたいということを政府に対して申し上げているということで

ございます。

この同様の趣旨のことは数年前にも陳情が出ていまして、そ○新里米吉委員

のときにも全会一致で我々は採択をしたわけです。今回また出てきたというこ

とは、その後も依然として直っていないという問題です。今言ったように新春

号でこのようなことを取り上げられている。さらにはその以前の雑誌とかイン

ターネットを通してもいろいろな宣伝がされていて、タイヨーゴルフ場コース

は米軍のゴルフ場ですが日本人もプレーできますとわざわざ書いています。堂

々たるものですね、この宣伝のやり方は。そしてゴルフ場の写真まで出ていま

す。２月に閉鎖された泡瀬ゴルフ場コースにかわってということを書いて、非

常に上等なゴルフ場ですと沖縄の方言を使いながらやっているし、プレー料金

も最初のころは8000円、11時までのスタートは6500円、14時30分以降は4500円

と、このようなことまで書いています。最初のものには6000円ときちんと書い

てあります。そのような堂々とこういったある意味違法行為、脱法行為を促し

て、民間の沖縄のゴルフ場を圧迫するようなことをやっている。これは今回、

ここで我々が採択したら、この対応のやり方を県として申し入れをするなり、

いろいろとしっかりとやらないと、無視し続けるということが懸念されます。

対応をしっかりと考えて、県の所管の部門から、このゴルフ場にも、管理をし

ている沖縄防衛局にも申し入れをする必要があると思いますが、皆さんはどう

思いますか。これはどこが所管ですか。

御承知のように、こういった問題につきましては、日米○又吉進知事公室長

地位協定の見直しの中で、明確に日米地位協定の中でその制限をうたってくだ

さいということを県は申し上げています。したがいまして、一義的にはこれま

で日米地位協定の見直し項目については何度も機会あるごとに申し上げている

わけですが、改めてこの陳情者から陳情が出ているということで大変重要だと
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考えておりますので、この件につきましてもしっかりと申し入れをしてまいり

たいと思います。

次に、先ほども話がありました東村高江のヘリ、オスプレイ○新里米吉委員

パッド建設の関係です。実はきのう初めてあの中を見ました。ヘリパッドの工

事をしている、ならした場所以外は、結構鬱蒼と林が茂っています、木が茂っ

ています。次に予定しているＮ４―２も見ましたら、45メートルのヘリの離着

陸するヘリパッドの部分はかなり工事がされていて、平たんにされています。

その周辺は恐らく25メートルの緩衝地帯の部分に木が生えています。それも鬱

蒼と生えていました。帰るときに、あと25メートルつくるときには木を切りま

すかと言ったら、そうですと言っていました。

ところで、このＮ４―１の今回崩落したところを見ましたが、物すごく急峻

な坂になっています。崖みたいになっています。当然下には沢があるだろうと

想定されるような場所でした。そこで新聞報道でも、そこは木がほとんどなか

ったということを言っていたというので、年配の沖縄防衛局の職員に対して本

当になかったと言えますか、25メートルの区域以外はあんなに木が生えている

のに、皆さんが25メートルにするところだけ木がなかったとは思えないと言い

ました。そうしましたら、数はあれほどではありませんが、ありましたと言い

ました。こう言っているわけで、落ちたところは数本でしたかねとか何とか、

その前に見ていないものですから、どうも議論がやりにくかったです。木があ

ったことは認めざるを得ない。ただあの周辺の木が生い茂っているような状況

から見ますと、この15メートルの緩衝地帯区域も結構木もあったのだろうと私

は想定します。県の環境生活部は、木を切る前にその場所を見たことがあった

のですか。

赤土関係の通知が出る２年前に木を切ったという○下地岳芳環境企画統括監

情報は聞いていますが、現地は確認しておりません。

そうしますと何か水かけ論的な議論にもなりかねません。私○新里米吉委員

は沖縄防衛局が言うように、その15メートルだけ見事に木が大して生えてなか

、 。ったということは納得できる ストンと落ちるような説明ではないと感じます

周辺は木があれだけ生い茂っているのに、15メートルの区域だけ、その工事に

合わせるように木が少なかったということは少し考えられない話です。既に次

の地域は木が生い茂っていることを見てきましたから、あそこも切った場合に

はどのようになるのか、また事故が起こるかもしれないと言ったら、そこはな
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だらかですからと私に説明していました。そういうことで今後、彼らが工事し

ようというときには事前に県側もしっかりと視察をして、工事前、工事後―木

を切る前、後のチェックをしなくてはいけないと思いますが、どうですか。

我々も基本的には委員と考えは一緒であります。○下地岳芳環境企画統括監

例えば、通知書が沖縄防衛局から出ましたら、早速立ち入りを求めて、しっか

りと工事前、工事中、工事の完了後というように段階的にチェックをしていき

たいと考えております。

Ｎ４―１地区を見て、あの現場を見ると、今後も大雨がある○新里米吉委員

とチガヤを植えたぐらいではまた事故が起きかねないと感じましたが、皆さん

は専門家としてどう見ていますか。

確かにあの現場を見ますと、急峻な斜面になって○下地岳芳環境企画統括監

いますので、今は竹のマットを敷いて、チガヤが自然的に植生するような措置

。 、 、をとっております 応急措置の工事 あるいは今の流出防止対策工事も含めて

、 、先ほど申し上げましたとおり 沖縄防衛局に詳細の報告を求めておりますので

それを精査しながら、当然、今後公共用水域に赤土等の流出がないような万全

な措置をとるようにという指導をしていきたいと思います。

、 、○新里米吉委員 先ほど質疑がありましたが 向こうで工事中に事故だったり

けがをする人が出た場合に、救急ヘリは十分におりられる状況になっています

が、救急ヘリが使えることはありますか。

救急ヘリの利用がどのような状況に想定されるのかは、○又吉進知事公室長

今答えを持ち合わせていません。委員のおっしゃるような緊急事態であります

とか、あるいはけが人が出る事態がどのような状況で起こるのかということに

つきましても、そこは精査をしてまいりたいと思います。

埋め立ての関係で１点だけ質疑します。マスコミ報道で見た○新里米吉委員

ので具体的にはわかりませんが、埋立土砂を民間から購入すると環境影響評価

の対象から免れるという趣旨のことが、防衛省の中で話があったかのようなこ

とが報道されていました。この件については皆さんは聞いていますか。

1700万立米を購入するという部分について、直接○下地岳芳環境企画統括監
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事業者がとる場合には当然環境アセスメントが必要です。ただ、販売業者から

購入する場合には環境アセスメントという手続がいらないということになりま

す。ただし陸上部も200万立米とるという―辺野古の陸地部分からとると言っ

、 。ていますので その部分については環境アセスメントの対象と考えております

1700万立米をどこからとるのかはよくわかりませんが、海底○新里米吉委員

から土砂をとって埋め立てに使うと。その部分については、環境影響評価の対

象にならないと。民間から購入するという方向なので、環境影響評価の対象に

ならない、当然それは今まで環境影響評価でもされていないと、こういうこと

ですか。

全体での埋め立ての土量は2100万立米になります。○大浜浩志環境政策課長

その中で200万立米につきましては、キャンプ・シュワブの陸上部の整地した

ところから―いわゆる辺野古のダム周辺の整地から200万立米とると。あと200

万立米につきましては、既存のキャンプ・シュワブの中の整地から出てくるも

のでとるということで、残りの1700万立米を購入していくという形になってお

ります。環境影響評価の中では、今回環境アセスメントをしているのは沖縄防

衛局ですけれども、沖縄防衛局が掘削をして土砂をとるということであれば環

境影響評価の対象になりますけれども、土砂をとる事業者が―ほかのところか

らとってそれを確保して、販売することにつきましては、土砂採取業者が環境

影響評価をするかどうかという形になります。環境影響評価の制度の中では―

法と条例の中では、特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更とい

う形があります。この特定の目的のために行われるかどうかと、一連の事業と

して行うかということがございますが、この土砂採取業者につきましては、沖

縄防衛局に砂を販売するだけではなくて、ほかの業者へも販売したいというこ

とでありますので、特定の目的ということについては当てはまらないだろうと

いう形になっていまして、環境影響評価の中では業者は対象外という形になっ

ています。

今の説明からしますと、環境影響評価の対象から外れる可能○新里米吉委員

性が極めて高いということになりますか。

事業者の沖縄防衛局のほかに、土砂採取業者が行う○大浜浩志環境政策課長

分についてはまた別の法令―砂利採取法とかその辺に基づき、環境に配慮して

採取量を最小限にとどめたいとか、そういうものがその中でありますので、そ
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の中での配慮をしていくという形になると思います。もちろん、土砂採取業者

がみずから自主的に環境影響評価を実施することについては妨げるものではあ

りませんけれども、制度上そのような形になっております。

みずからと言われても、制度上の問題があるわけですから、○新里米吉委員

制度上できないとなると大変な問題で、例えば、七、八社なり、10社なりが毎

年200平米ずつとって50平米は民間に売りましたと。150平米は埋め立てに使い

ましたと。こういう形をとってくると、環境影響評価をしないと制度上やらな

いということになりませんか。

先ほどの説明で失念があったのですけれども、沖縄○大浜浩志環境政策課長

、 、県環境影響評価条例では 事業者で土石または砂利の採取の事業につきまして

採取する面積が10ヘクタール以上あるものについては環境影響評価の対象で

す。土砂採取業者においてそのような形で採取するとなるのであれば、そこは

土砂採取業者が環境影響評価を行っていただくという形になります。

実際に強行してきた場合に、大規模な土砂の採取が行われる○新里米吉委員

。 、 、可能性が高くなるわけで そうしますと そのほとんどが沖縄近海でとなると

沖縄の海の形状がずいぶん変わってくる―損なわれる、環境上問題が起こる、

あるいは漁業にも影響を与える、そういうことは想定されませんか。

、 、○大浜浩志環境政策課長 当然 底質である砂利を採取するという形になると

そこには魚の卵やそういうものがある可能性はあります。ただ、そこを影響が

あるかということについてはまだ我々も精査していませんが、環境影響評価の

中で、環境に配慮をして手続を踏むかということについては、今の制度の中で

はないわけでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、砂利採取法

等に基づきまして、配慮がなされると考えております。

私はこれで終わりますが、これは我々も含めて、県も含めて○新里米吉委員

相当検討していかなくてはいけません。そもそもこのよう状況なのだから、政

府のほうはできるだけ自分たちは逃れるようにしようということに苦心してい

るようなことがうかがえますし、絶対に許してはならないので、そこまでいか

ない状況をつくることが大事ではありますが、もしそのようなことになってき

たら、今から逃れさせないような研究も県もやる必要があると思いますが、ど

うでしょうか。
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事業者が行っている補正された環境影響評価書の中○大浜浩志環境政策課長

では、やはり土砂の調達に当たっては、有害物質等混入等の汚染の状況の対策

としても各環境省の通知に基づいてきちんと対策をとれるような土砂採取業者

を―発注の仕様書に入れたりして、きちんと対応をとっていきますと。それか

ら外来種の混入につきましても、生態系に影響を及ぼさないように、発注する

際には仕様書に記載して対策をとっていくということを言っています。そうい

うところで担保がとれると言っておりますけれども、それについては我々とし

ましても、その辺のところがきちんとできるような対策をつくらなくてはいけ

ないと考えております。

休憩いたします。○新垣清涼委員長

休憩 午後０時２分

再開 午後１時24分

再開いたします。○新垣清涼委員長

午前に引き続き質疑を行います。

質疑はありませんか。

呉屋宏委員。

新規の陳情第15号ですが、実は前から気になっていて、ちょう○呉屋宏委員

ど陳情が出てきたので質疑をさせていただきたいです。

これは、県が認識しているのは、いつごろから認識していましたか。

県の認識と言われますと、当然私の就任以前の話であり○又吉進知事公室長

ますけれども、少なくとも平成12年の日米地位協定の見直し要求の際には、こ

れを盛り込むという動きをしているわけです。

、 、○呉屋宏委員 確認しておきますが このゴルフ場は米軍基地内にありますか

外にありますか。

提供施設だと承知しております。○又吉進知事公室長

提供施設に民間人が普通に入れるのはなぜですか。○呉屋宏委員
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そのあたりの解釈を、今私もかちっとした答えを持って○又吉進知事公室長

おりません。ただ、立ち入った際の処罰等につきましては、刑事特別法で規定

されているということでございます。

この刑事特別法で禁止されているものが―なぜ取り締まらない○呉屋宏委員

のかということが理解できないのですが、なぜでしょうか。

、 。○又吉進知事公室長 その答えというのは 実は県は持ち合わせておりません

これは陳情ですから捜査ではない。ただ、これはオープンした○呉屋宏委員

ときにその辺の経緯も少し聞かせていただいたのですが、どうも民間とのゴル

フ場の金額の問題だということで最初は質問があったのですが、実はここは民

間のゴルフ場との金額の調整をしたらしいです。なぜかといいますと、自由に

入れるという前提でやっていた。私は中部だからわかりますが、泡瀬ゴルフ場

も実は入れました。こういった提供施設に入れるという法律的な根拠が私には

わかりません。教えていただきたいと思っています。

これはお答えになるかわかりませんが、日米合同委員会○又吉進知事公室長

合意が1996年にございまして、そのときにできるものというものが取り決めら

れております。これが日米地位協定上の軍人、軍属及びそれらの家族、それか

ら各ゴルフ場の名誉会員、軍人、軍属並びにそれらの家族に招待された者、基

地従業員、慈善事業を行う団体が主催するトーナメント参加者とこの５点に絞

られています。したがって、これを字面どおり読めば、これ以外の一般の方々

の利用は制限されてしかるべきであろうと理解できます。

もし、今の話でいきますと、提供施設である―今の文字どおり○呉屋宏委員

にいけば入れないということになるわけですから、この事実関係が米軍基地関

係特別委員会で明らかになって、新里委員も言っていましたが、前にもそのよ

うなことがあったということがありますが、県や県警はその後の対処はどうす

るのですか。

今、刑事特別法の運用―要するに一般県民が基地に立ち○又吉進知事公室長

入った場合の伝達、あるいはいかにして警察がこれを取り締まるかということ

については資料がございません。確定的なことは言えませんが、いずれにしま



- 30 -
H25.03.27-02

米軍基地関係特別委員会記録

しても利用を制限していただきたいと県は政府に申し上げておりまして、やは

りしかるべき利用を制限する措置がとられるべきであると考えています。

、 。 、○呉屋宏委員 実態として 私は駐車場まで入っていきました そうしますと

ゴルフだけではなくて、実はそこで昼食がとれます。昼食もとれますし、ショ

ップもあって買えます。ゴルフも当然できます、そればかりではなくて、一番

、 。の問題点は 先ほどの料金6000円というのが民間から出てきた陳情の趣旨です

夏場であると相場は今安いところでも6000円、6500円では民間でもできるので

すが、しかし冬場はその金額では無理です。冬場は観光客が多いです。今、こ

の実態は観光客も入っています。ですから、先ほど新里委員が示したチラシに

なります。実は、民間のゴルフ場の一番のネックは観光客がそこに行っている

ということです。そういうところをやらない限り、民間に金が落ちませんとい

うことです。それから泡瀬ゴルフ場とか、今のタイヨーゴルフ場は―私も少し

ゴルフをやりますので周辺等の話を聞いてみますと、多分、このタイヨーゴル

フ場もそうでしょうけれども、沖縄の人や日本の人が入らなければ採算が合わ

ないだろうと言われています。ですから、そういう実態を黙認しているのかと

さえ思っていました。ですから、そこは提供施設になっているということであ

れば、なぜ提供施設に日本人が入れるのかというところはしっかりとやらなけ

れば私はだめだと思います。これだけではありません。この陳情の中にある知

花ゴルフコースもあります。白川分屯地のところに、ショートホールですが、

これも普通にやっています。問題なく、民間の人が。ここは外人は来ません、

。 、ほとんど沖縄の人しかやりません ですからそういうことを考えていきますと

民間と米軍が一緒にやれる施設があるのかと、そういう施設なのかと思ってい

ました。知花では、ゴルフコースの横にはソフトボール場が３面くらいありま

す。そこは日本人も使っています。通常、普通にフリーマーケットもそこでや

っています。そういったものは見過ごしているのかと、それともわざと目をつ

ぶっているのかとさえ感じますので、どこまでをやればいいのか、これはあく

までも民業を圧迫をしているからゴルフ場はだめだけれどもフリーマーケット

はいいという話になるのか、そのあたりがよくわかりません。浦添市でも屋富

祖の向かいぐらいで―基地の中でフリーマーケットをやっていますけれども、

そういったものを全て制限にかかるのかというところがあります。このあたり

はしっかりと整理をする必要があると思います。このゴルフ場については、恐

らく税法違反でもありますし、やらなくてはいけないだろうと思いますが、あ

、 、とのものについてはどうするのか その辺も県の方向性をしっかり決めないと

今グレーゾーンです。フリーマーケットは知事公室長はどう見ていますか。行
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ったことありますか。

行ったことはございます。念のために申し伝えますと、○又吉進知事公室長

そこで何かを買ったことはありません。あくまで視察してきたわけです。この

種の問題につきましては、宜野湾市役所の向かいの広場を開放する、しないと

いうことで、これが宜野湾市の意向に反した運営をされたと、私の知る限りで

は司令官の裁量でそこが開放されたり、されなかったということがある。しか

しながら、今おっしゃった租税効果あるいは国益というのですか、そういった

ものに抵触する問題、あるいは地元自治体と現場指揮官との関連とか、そうい

った側面を見ながら地元市町村とも十分相談をして、やはり言うべきことは言

っていくべきだと思います。

この件は最後になりますが、フリーマーケットは基本的に個人○呉屋宏委員

が持ち寄って売っているわけですから、税がどうこうということはないです。

私はある程度この辺は目をつぶってもいいのかと思います。ただ、このゴルフ

場については民業を圧迫しているということと、税法上好ましくない施設だと

思っているので、ここはしっかりとやはりとめるべきだと思います。宜野湾市

もそうですよね、宜野湾市役所の前の市民広場も基地の中ですから、そういう

ところは宜野湾市に幾つかありますので、これをとめられると逆にその周辺自

治体が大変なことになる。特に宜野湾市はど真ん中に480ヘクタールとられて

いるわけですから、それがこの広場もなければ本当に子供たちが野球できなく

なったりするので、やれるところとやれないところの方向性はしっかり県は自

治体と話し合って、締めるべきだと思います。その見解でよろしいですか。

委員のおっしゃることに賛成でございます。○又吉進知事公室長

新規陳情第27号の公有水面埋立の陳情が出ていますけれども、○呉屋宏委員

ここのところがよくわかりませんが、ついこの間、埋立申請が出て、これは通

常どおりの流れでいきますと、着工までにどれくらいかかりますか―かかるも

のですか。今は埋立申請していますけれども、通常どおりに手続がいって、最

短でどのくらいで工事に着手できるようになりますか。

標準の審査期間として６カ月半から８カ月半と考え○金城淳土木整備統括監

ております。
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埋め立てを判断するということではなくて、いわゆるこの申請○呉屋宏委員

が出てから、つまり今から埋め立てに入るといいますか、工事に入るまでにど

れくらいかかりますか。

仮に審査が終わって承認になったとしても、またい○金城淳土木整備統括監

ろいろな漁業補償の問題とかいろいろあると思いますので、それ以降の手続に

ついては今のところ把握しておりません。

処理概要の上から５行目に、飛行場事業については25項目175○呉屋宏委員

件の不適切な事項、埋立事業については36項目404の不適切な事項があったと

いうことになっていますが、これはまだ読んでいないのかもしれませんが、こ

れは改善されますか。されたものが出てきていますか。

評価書段階での知事意見の指摘項目でございまし○下地岳芳環境企画統括監

て。ですからその知事意見を踏まえて、事業主体の沖縄防衛局が補正評価書と

いう形で出してきております。我々は今現在それを確認中―知事意見に対応し

ているかどうかを確認作業中でございます。

膨大な資料にならないようだったら欲しいのですが、どうです○呉屋宏委員

か。皆さんが指摘したものは。

量的には8000ページ程度のものですので、我々が○下地岳芳環境企画統括監

。 。提供するのは厳しいと思います ただインターネットには掲載されております

ほかに質疑はありませんか。○新垣清涼委員長

玉城義和委員。

何点かお聞きします。○玉城義和委員

、 、 。先ほどの続きで少し 埋め立て土砂の件ですが 1700万立米ということです

あと200万立米、200万立米ということで、2100万立米ということですが、購入

土砂はどこから採取することを想定されていますか。

先ほど1700万立米と言ったのですが、そのうちの○大浜浩志環境政策課長

、 、 、 。1640万立米につきましては 沖縄県 九州 瀬戸内海から購入を想定してます

これは購入の土砂になります。あとの約60万立米につきましては、沖縄周辺の
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購入を想定しているという形でございます。先ほど申しました1640万立米につ

きましては岩ズリということになっていますので、山を掘削した後に―岩とか

掘削するときに出てくるものでございます。ですので、これから見る限り海砂

の購入は60万立米ということになると思います。

。 、○玉城義和委員 九州と瀬戸内ですか 場所まで特定されているということは

対象の土質とかそういうものは想定されているということですか。

この中の特定の場所からとるという形では記載され○大浜浩志環境政策課長

ておりませんので、まだ我々のところでは特定されているという状況ではござ

いません。

前からずっと問題になっていて、稲嶺県政のころから議論を○玉城義和委員

しているのですが、例えば、1640万立米、10トントラックにすると何台分にな

りますか。

埋立土砂1700万立米を全て、ダンプトラック６立○松田了海岸防災課副参事

方メートルで運搬したと仮定した場合ですけれども、約280万台となります。

280万台が陸土だけで行くとすると５年くらい埋め立てにか○玉城義和委員

かるとして、１日にトラックが何台往復するかということがすぐ出ますか。

工事の実施に係る環境保全措置として、日曜日及○松田了海岸防災課副参事

び祝日の工事は可能な限り実施しないというように保全評価書に書かれており

、 。ますので その日を除きますと１年当たり工事日数が約300日と仮定されます

その場合、埋め立て期間はおおむね３年程度と試算されます。１日当たり、約

3100台と計算されます。

もう一度復習しなくてはわかりませんが、１日当たり3000台○玉城義和委員

のトラックがずっと道路を往復するということになりますと、交通事情も含め

て地域に与える影響が物すごく大きいです。環境影響評価もさることながら、

そういった土砂運搬の与える影響も無視できないということになるわけです。

その辺はどのように想定されておりますか。

基本的には資材については陸路の運送、それから○下地岳芳環境企画統括監
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埋立土砂については海路が主体だと聞いておりますので、現実問題として１日

に3100台も通るような事態は想定されないと考えております。

いずれにしても私は地元にいて、この17年間実際問題として○玉城義和委員

いろいろな今のようなことも含めて想定しますと、とてもじゃないが埋め立て

て―陸上で反対をしている人たち、環境問題で世界からはせ参じるような環境

団体を相手にして、海上保安庁を入れて、日本の機動隊を入れて、本当に第二

の成田空港のような状況をつくって、この工事ができるとはとても考えており

ません。こういったものは東京で鉛筆をなめなめやる人たちの頭の中はどうか

わかりませんが、現場を見ている限りにおいて最も非現実的だと思います。そ

、 、ういう意味では 知事の今の立場は私は妥当なものであると思っておりますし

ぜひともいろいろな圧力があるかもしれませんが、ぜひ県内移設は難しいとい

うことを堅持してもらいたいと思っております。

次に移ります。きのう、東村高江のヘリパッドを見せてもらって、ちょうど

我々が入った途端にオスプレイが舞いおりてきて、デモンストレーションをし

ておりました。私はこれはなかなか偶然と思えないので、ヘリモードで我々が

入った真正面から来て、Ｕターンしてここに去ったわけです。これは恐らく県

議団が入るのを、時間を合わせてデモンストレーションをしたのではないかと

しか考えられません。偶然とはとても思えません。それはどういった意味だっ

たのかはよくわかりませんが、ヘリモードとはこのようなものですと見せたの

かどうかわかりませんが、非常に奇異な感じがしました。これくらいのことで

すよと、いかがですかということを我々にデモンストレーションで見せたので

、 。 、はないかと思って 非常に怒り心頭でありました そのヘリパッドを見ながら

後ろに非常に急な斜面があって、そこは恐らくどのような対応をしても、恐ら

く次々にこの斜面は崩壊するであろうということが、我々の経験則でいえばそ

のような感じを受けます。非常に急斜面で、あれをブロックすることは難しい

です。恐らくなかなか大変だと思いました。現場を見たと思いますので、担当

者の皆さんいかがでしょうか。

委員がおっしゃるように、確かに崩落した現場は○下地岳芳環境企画統括監

かなり急斜面でございました。我々も赤土等流出防止条例の観点から、緩やか

な斜面であろうが急斜面であろうが、そこから土砂が公共用水域に流れて河川

水を汚染することは、まず許されないことでございますので、今、詳細な報告

を沖縄防衛局に求めておりますので、そのあたりを精査しながら、今後、流出

がないような対策をとるように指示をしていきたいと考えております。
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要するに着陸帯はでき上がっているのですが、この崩壊の原○玉城義和委員

因や赤土等流出防止対策についての報告書はまだ出てないわけですか、向こう

からは。

はい、きょう現在まだ出ておりません。○下地岳芳環境企画統括監

申し入れてから、どれくらいたつのですか。○玉城義和委員

去る２月26日に文書を出してございます。○下地岳芳環境企画統括監

口頭での報告では雨によるものだと言っていますが、県から○玉城義和委員

の問い合わせに対して１カ月もたっているわけです。なかなか県に対して不誠

実ではありませんか。そんなに長い間時間かかってやるようなことでもないの

ではないですか。彼らは我々に口頭ではいろいろ説明しているわけですね。公

の文書で回答することについて何かためらいがあるのですか。

沖縄防衛局の事情ということは推しはかることは○下地岳芳環境企画統括監

無理ですが、我々が環境生活部長名の公文書で２月26日に求めてございますの

で、誠実に文書回答があるものと、報告書があるものと理解しております。

何カ月もたっているわけですから、県の問い合わせに対して○玉城義和委員

は１週間、２週間で対応できるものだと思いますので、きちんと対応していた

だきたいと思います。きのう、現場に立って少し思ったことは、常時オスプレ

イが離着陸すると―あれだけ大きな音を立てて、これが常時となると森林に与

える影響はすごく大きいだろうなと。我々の経験則でいってもわかりますが、

。 、ただでさえ小鳥は非常に音に対して敏感ですよね 環境の変化に非常に敏感で

鳥類あるいは小動物に与える影響は日常的に相当大きいのではないかと思いま

した。特にこれだけ小さな沖縄本島に、あえて住民の反対を押し切って木を伐

採して、ここにあえてなぜこのようなものをつくらなくてはいけないだろうか

と、非常に情けない思いがします。だからなぜ、あえてこういうことをしなく

てはいけないのかと、こういうヤンバルの森の環境の変化を来すようなことを

なぜやるのだろうと、あの場に立って非常に複雑な思いがしたわけです。恐ら

くこの辺の鳥のさえずりも非常にたくさんあって、この環境に物すごく激しい

変化を与えるのではないかということが率直な感想でした。いかがですか、入
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ってみてそういうことを感じませんか。

我々も２月13日に現場に立ち入りをしました。委○下地岳芳環境企画統括監

員のおっしゃるように、確かに周辺は鬱蒼とといいますか、かなり生物多様性

の多いような雰囲気の森でございました。我々としても自主的な環境アセスメ

ントの中でＣＨ４６を使っての環境影響評価をしてございますので、それが新

たにオスプレイが入るということがございましたので、それについては我々が

懸念しているのは、降下流、あるいは排気高温、あるいは低空飛行による騒音

等々が動植物にかなりの影響があるのではないかという懸念がありますので、

そのことを踏まえて去る平成24年10月11日にそういった環境アセスメントの評

価をしてほしいと要望しております。

その結果はどうなのですか。○玉城義和委員

10月に出しまして、しばらく時間もたっておりま○下地岳芳環境企画統括監

すので、我々としては昨年、電話等でその後どうなっていますかと確認は入れ

ておりますが、まだ検討中という回答で、きょう現在まだその回答をいただい

ておりません。

いずれにしても先ほどの地すべりの件もそうですし、今の話○玉城義和委員

もそうですが、やはりもう少し県として毅然とした態度をとらないと、かなり

甘く見られているのではないですか。どうせ県は容認であって、というような

見方をされていると思います。環境担当の部局であれば、もう少し毅然とした

態度をとってやらないと取り返しのつかないことになります。10月に出してま

だ音沙汰もないというのはこれは困った話です。

先ほどの答弁につけ加えますと、12月にも電話確○下地岳芳環境企画統括監

認をしまして、さらに去る２月26日、これは沖縄防衛局に直接出向いて要請事

項への対応状況等について確認をしたところ、そのときの沖縄防衛局の返事も

現在検討中とのことでございました。県としては、引き続き、委員のおっしゃ

るように着実な対応を求めていきたいと思います。

そこは毅然として、もう少し強い態度でやらないと、そうい○玉城義和委員

う意味では国に非常になめられていると感じますので、取り組みを強めていた

だきたいと思っております。
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次に、19ページの先ほどから出ています日米地位協定第15条第１項、第３項

をめぐる問題ですが、この第15条については、県はずっと平成12年から改定問

題での11項目の一つとして入れているわけですが、なかなかこれが実を結ばな

いということで先ほどから議論があるわけです。具体的にアメリカ人と一緒で

はなくても日本人だけのグループでゴルフをしてるということが見受けられる

と、こういうことですよね。これは日米合同委員会を含めて日米地位協定上は

どういった扱いになっていますか。どういう穴があってこういうことができま

すか。

日米地位協定の本文そのものには何らかの制限協定がな○又吉進知事公室長

いと、制限の文言がないと。それを日米合同委員会合意で申し上げた５のカテ

ゴリーに分けているわけですが、具体的に日本人のこういった民間の方の利用

を制限する規定がないところをしっかりと見直していただきたいということを

申し上げております。

日米地位協定台15条１項の（ａ）は、軍人とか軍属とか顧問○玉城義和委員

だとか、何かに限られて書いているのではないですか。

日米地位協定台15条１項の（ａ）は、米軍は、米軍人構○又吉進知事公室長

成員や軍属、それから家族のためにＰＸ等というような記載になっています。

したがって、これを素直に読みますと、それ以外は使えないのではないかとい

うことになるのですが、明確にその禁止規定がないということで、それが日米

合同委員会合意に委ねられているわけですけれども、そういう意味では県の要

請に基づいてしっかりと明文化する必要があると考えております。

日米地位協定は、自分たちに有利になるようなところはかな○玉城義和委員

り拡大解釈も含めて厳格にやるのに、こういったことでは―ほぼこれは誰が読

んでも、これ以外はだめだと読めます。合意はそういった意味でつくられてい

るわけですから、素直に読めばだめだというように読めるわけで、それから漏

れるということもおかしな話です。日米合同委員会合意で、日本人の立ち入り

について何週間前にどうこうという規定がありますよね、それとの関連ではど

うですか。この人たちは何週間前に手続してるのですか。

米軍の施設区域の立入許可手続というのが、日米合○池田克紀基地対策課長

同委員会合意で平成８年12月にされております。その内容は、合衆国の施設及
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び区域への公的な立ち入りの許可申請のための経路及び手続が定められており

まして、その中に立入日の遅くとも14日前に手続に付随する申請を行うという

ことでございます。公的な立入申請の手続ということでございますので、今回

のゴルフ場のものとは少し性質が違うかと思います。

公的なものが制限されているのに、私的なものが制限されて○玉城義和委員

いないというのはどういうことですか。

ここでいいます公的な立ち入りとは、合衆国の施設及び○又吉進知事公室長

区域の案内を伴う施設、合衆国軍隊構成員との協議及び公務遂行を目的とする

日本国の公的機関の構成員による合衆国の施設及び区域の立ち入りを含むとい

うことでございます。この日米合同委員会合意はそうです。ただ、いわゆる一

般の沖縄県民、日本国民が立ち入るケースとしては、これは経験上でございま

すが、さまざまなゲストとして入るとか、オープンハウスに入るとか、それぞ

れいろいろなパターンがあろうかと思っております。ただ、県が問題にしてお

りますのはやはり、それが日米地位協定第15条によるところのいわゆる娯楽施

設を利用するという目的で入ることについて、非常に規定が曖昧であるという

ことを問題にしているわけでございます。

いずれにしても法的な統治性といいますか、安定性を欠くと○玉城義和委員

いうか、公のところはかなり規制を強くしているのに、民間のほうは緩いとい

うのは、これも全く御都合主義という意味ではなかなか説得力がない話です。

恐らく日米地位協定第15条の改定問題というのは、そういうことなのだろうと

思いますけれども、もう少しきちんと研究して、民間も含めて本当はどうなの

かということを米軍とも―県から今の現状を日米合同委員会に報告をして、そ

の辺のことはきちんと整合性のとれるようにすべきだと思いますが、どうです

か。

日米地位協定の見直しという観点から大変重要な項目だ○又吉進知事公室長

と考えておりますので、そのように政府には求めてまいりたいと考えておりま

す。

次に27ページですが、先ほどから出ておりますが飛行場―こ○玉城義和委員

れは条例ですか、25項目175件と。埋め立て―これは法律ですね、36項目404件

ということで、知事のほうは不適切な事項だということで指定をしたというこ
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とです。何千ページという話ですが、今、検討の現状といいますか、どうなっ

ていますか。知事意見はどういう形で反映されてますか。

補正評価書が12月18日に出てきております。その○下地岳芳環境企画統括監

中で当然、県知事が評価書段階で述べた飛行場関係で25項目175件について、

私ども今主管課のほうで、膨大な量ですので、一つ一つ確認作業をしていると

いうところでございます。まだまだ最終的な確認作業は終えてございません。

その中間報告といいますか、12月18日ですから３カ月たって○玉城義和委員

いるわけです。事務量が多いとはいえ、相当な検討をされていると思うのです

が、今の段階ではどういうことが言えますか。知事意見の反映ぐあいはどうで

すか。

精査という形を経ないとなかなか中間発表もでき○下地岳芳環境企画統括監

ませんので 今 委員がおっしゃられている進 状況につきましては 現在175、 、 、

項目が誠実に対応されているかどうかを確認作業中だということで御理解いた

だきたいと思います。

この404件についてどうですか。○玉城義和委員

海岸防災課のほうでも環境生活部と同じように、○松田了海岸防災課副参事

提出した意見についてどのような対応がされているのかということを今調べて

いる、確認を行っている状況であります。また、公有水面埋立承認申請書のほ

うが出ておりますので、その中にも環境保全に関し講じる措置を記載した図書

ということで、環境アセスメントの概要が一般的には補正評価書と同じと思わ

れますけれども、今、形式審査を行っておりますので、最終的には申請書に添

付されております環境保全図書の内容について審査を行っていくという予定に

しております。

大体この両方とも、大まかな概要が出るのはいつごろと考え○玉城義和委員

ればいいですか。

ただいまの委員の御質疑は、先だって出された埋○下地岳芳環境企画統括監

立申請との絡みがございまして、それが形式審査を終えて実質的に本審査に入

って、その中で公告縦覧をやって、それから私ども環境サイドにも意見を求め
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てきますので、その時期までには補正書の部分、あるいは埋立地についている

環境保全に係る措置の部分、図書の部分をあわせて結論を出したいと。ですか

ら明確にいつまでということは今申し上げられません。

今の御意見ですと、知事の埋立申請の可否―承認、不承認を○玉城義和委員

判断する一つの材料としてこれは出てくるということですね。

内容審査の中で環境保全及び災害防止に十分に配慮○金城淳土木整備統括監

されていることという部分もありますので、ほかのものも含めてですが、これ

も一つになるということで理解しております。

そういうことだと思います。私もそれは非常に重要なポイン○玉城義和委員

トであって―この知事の出した多様にわたる指摘について、これはきちんとさ

れているかどうかということは非常に重要なファクターですから、当然そうな

ると思います。そこで、戻りますが、関係法令にのっとって対応するというこ

とを言っておりますが、一連の手続を踏んで申請は出されるわけです。環境影

響評価も含めて。私は今の現状は、環境影響評価の点において未完成だと思い

ます。知事の意見もありで、それについても県の評価もまだ定まっていない。

要するにどれだけ反映されたかもまだ精査されていないということですね。そ

の段階でこの申請書を受けとるということは、やはり適格性を欠くといいます

か、法的流れも含めてこの時点で受理するべきではないのではないですか。知

事の意見はまだ完結されていないわけですよね、そこはどうですか。

環境アセスメントに関する手続は、方法書、準備○下地岳芳環境企画統括監

書、評価書、補正評価書と、そして最終的な補正評価書の公告縦覧という一連

の作業は終えています。ですからそれを踏まえて、今度は埋立申請書の中でそ

れが環境保全措置として出てくるものと理解しています。

それぞれの環境評価はずっと一連のものがあって、それの上○玉城義和委員

に立って申請が出てくるわけですから、当然、そこのところは深い関連性があ

るわけです。それ以外に皆さんが先ほど言ったように、知事の判断をする過程

で環境部門の意見も聞くと、そこに反映をさせると言っているわけですから、

当然この２つ、両者は深い関係にあります。そういう意味では不完全だという

ことを県が法的な意味で、不要だとか不当だとかの以前の問題として、まだ申

請書を出すという段階ではないということは言えるのではないですか。行政上
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の皆さんの立場として。知事意見をどのように処理をしたのかわからないので

すから。その上で申請書だけは法令にのっとってとりますというのは、どこか

県民的に見ても、我々から見ても少し妥当性を欠くと思いますが、そうではな

いですか。

先ほど申し上げましたように、環境影響評価法に○下地岳芳環境企画統括監

よる手続は終わっております。その中で、例えば埋立申請書の中で横断条項が

ございまして、その申請が出てきたときに免許権者は環境保全に適正に配慮が

なされているかどうかを審査しなければならないということがございます。そ

の審査に当たっては、また国土交通省の通知に基づいて所管部のほうからこち

。 、らの環境サイドに環境保全上の措置について意見照会がございます その中で

我々がこれまでの評価手続の中で述べてきた意見が誠実に、忠実に反映されて

いるかどうかをその時点で確認するということですので、埋立申請の時期と今

の時期のずれがあるのではないかという御指摘は当たらないと考えておりま

す。

要するに入り口ではできない、途中の知事判断の中で考える○玉城義和委員

ということですか。

はい、委員のおっしゃるとおりです。○下地岳芳環境企画統括監

では、これから注目をしてまいります。○玉城義和委員

次に、申請書が出されたということで、県は法にのっとって粛々とやってい

くということですが、この知事の判断はいつになりますか、これからやって。

何月になりますか。一連の手続から逆算していくと、いつになりますか。

標準の処理期間として６カ月半から８カ月半となっ○金城淳土木整備統括監

ております。その期間内で判断してもらうことになると思います。

ことしの秋口から暮れということでいいですか。○玉城義和委員

標準の期間内であればそうなると思います。○金城淳土木整備統括監

本会議でも少しやりましたが、知事公室長の答弁は、申請書○玉城義和委員

については受け取って手続を進めなくてはいけないと。ところが沖縄県知事は
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県内、辺野古は非常に不可能であり、既にある滑走路のあるところに移しなさ

ないということを言っていると。こういった２つのことについて本会議でも議

論をしましたが、もう少し詰めていきたいと思います。

この法定受託事務については、この地方自治法第245条の７というのがあっ

て、各大臣は法定受託事務の処理が法令の規定に違反、または著しく適正を欠

く、または明らかに公益に反しているときは、違反の是正または改善のため講

ずべき措置に関して必要な指示をすることができるとなっていますよね。これ

は要するに、沖縄県知事が仮にこの申請について不承認と出した場合、担当の

大臣は３つのうちどちらかで指示をすることができるという条項ですが、それ

は知事公室長、そのように解釈していいですか。

いわゆる理論的にはそうなると思います。ただ仮定の話○又吉進知事公室長

でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

今、何もやっていないから仮定の話になります。法律の話を○玉城義和委員

しています。そういう規定がありますということを言って、あなたの意見を求

めているわけで、それはそうだと言えばいいわけです。第251条の７というの

があって、もしそれが不作為でやらない場合には高等裁判所に訴えるというこ

とも書いてありますし、代執行もできると書いています。したがって、国家権

力を持ってどうしてもやるということになれば、こういう形で裁判に訴えて判

決を出して、それでもなおということであれば代執行をするということになっ

ています。こういった一連の流れが法的な意味で、政府にとっての最大の流れ

はこういった流れ方をすると。もう一つは、知事公室長がおっしゃっている辺

野古への移設は難しいと、ほかに移してほしいと、県外に移してほしいという

もう一つの命題があるわけです。これはこの流れの中で、どの局面でそういっ

た政治的な行動をはめていくのかということを聞いているわけです。それにつ

いて明確な答えが本会議で得られませんでしたので、もう一度そこは議論をし

て、県の今考えている戦術というか、戦略というか、こういう流れが出る一方

で、どこで知事の考えている政治的な決定打を打つのかということ、そこはど

うなのですか。

これは申請に対する許可、不許可という世界でございま○又吉進知事公室長

す。その段階で許可、また不許可という判断が出るわけでございます。ただ一

方で、委員の御指摘のように県外移設を求めている県の立場がございます。な

らばその判断の中で一連の処理の中でどこで反映されるかと、今そういった御
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趣旨の御質疑だと理解しておりますけれども、それをここで加味していく、事

務処理の中と私どもが引き続き政府に対してあらゆる機会を通じて県外移設を

求めるアクションはそれぞれ―審査は審査としてやりますけれども、こういっ

た要請は続けていこうと考えております。

要するに手続が始まったわけですよね。こういうことは相手○玉城義和委員

のあることです。知事公室長が一方的に我がほうはこういった主張を続けてま

いりますと言っても、一方の日本政府は権力を持って始めています。それに抗

。 。 。しなければいけないわけです どこの時点かで そういうことを聞いています

ですから、関係ありませんと、我々は淡々とやっていきますということだけで

は済まないわけです。権力というものをバックにして、一方は手続が始まって

いるわけですから。今、申し上げたとおり、このようになりますと、法的には

そういう手段をやることもできますといってます。それができませんと、そう

いうことやるはずがありませんというならどこでそういうことをとめることが

できるのか、あるいはどこでそれに抗して県の主張を日本政府の中に入れてい

くのか、それは非常に重要なことなのです、手続が始まっているのですから、

。 。仮定の質疑に答えられませんではだめです 一方では始まっているのですから

だから、仮に知事が不承認といった場合にそこでとまりますか。この問題はそ

こで終わりになりますか、そこを考えていますか。

まず埋立申請につきましては、これは何度も申し上げて○又吉進知事公室長

おりますように、行政庁として申請を受けてこれを処理をするという世界でご

ざいます。したがいまして、まだ今受理をした直後でございまして、その内容

についてまだ形式審査まで終わっていない状況の中で、結論を前提として申し

上げるのは行政庁としていかがなものかと思います。ただ、もちろん知事の政

治姿勢があるわけでございまして、そこはしっかりと県の内部でも議論をしな

がら知事は判断をしていくということでございます。

そろそろ閉めますが、要するにいずれにしても９月から―秋○玉城義和委員

口から暮れにかけては一つのそういう時期を迎えると言っているわけですか

、 。ら 当然我々としては県民も含めてどうなるのだろうと非常に不安があります

それについて沖縄県知事として、あるいは知事公室長として、やはり今の時点

でどういう方針でいくという見通しを出す必要があるということを言っていま

す。ぜひ、これはまた引き続いて、時間もありますのでこの辺でとめておきま

すが、そこは一方は流れ出しているわけですから、これは強い決意で臨まない
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と押し切られます。それを聞いているわけです、どうですか。

この問題はそもそも長い時間をかけ、また全県民の関心○又吉進知事公室長

も極めて高い、あるいは県政の重要な課題であるという観点からすれば、これ

は全ての手続あるいは県の政治姿勢にもおざなりにするわけにはいかないわけ

でございまして、そういう意味では、各部局一体となって真剣に取り組んでま

いるということでございます。

１点だけ、私は先日の本会議で申し上げたのですが、公有水○玉城義和委員

面埋立法第４条というのはどういった規定になっていますか。

公有水面埋立法第４条を読み上げたいと思いま○松田了海岸防災課副参事

す。第４条、都道府県知事は埋め立ての免許の出願、左の各号に適合にすると

認むる場合を除くの外、埋め立ての免許をなすことを得ず。１ 国土利用上適

正かつ合理的なること、２ その埋め立てが環境保全及び災害防止につき十分

に配慮せられたるものなること、３ 埋立地の用途が土地利用または環境保全

に関する国または地方公共団体の法律に基づく計画に違背せざること、４ 埋

立地の用途に照らし公共施設の配置及び規模が適正なること、５ 第２条第３

項第４号の埋め立てにありては出願人が公共団体その他政令をもって定むる者

なること並びに埋立地の処分方法及び予定対価の額が適正なること、６ 出願

人がその埋め立てを遂行するに足る資力及び信用を有すること。

今、読み上げたとおり、この６つの項目が達成されてなけれ○玉城義和委員

ば知事はこれを拒否することができるということですよね。私はこれは非常に

重要な条文だと思います。ですから、先ほど知事に勧告をするとか、是正を求

めるという話も法令上ありましたが、まさにこの埋め立てに関する公有水面埋

立法の第４条はまさに、我が県の今の状況にとっては知事が拒否できる最大の

根拠ではないかと思います。特に、第１号と第２号です。国土利用上適正かつ

合理的なることと、本当に0.6％しかない県土に75％の基地を押しつけて我が

ほうのこれからの県土利用とか、国土利用に本当にこれが合致するのかという

ことです、１つは。もう一つは、第２号の環境問題です、その埋め立てが環境

保全及び災害防止につき十分配慮せられたるものであるのかどうかと、こうい

うことですよね。そういう意味では、まさにこの第１号と第２号は、沖縄県知

事にとってはこれを不承認とする最大の根拠になりうると私は考えています。

どうですか。
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委員のおっしゃるように、公有水面埋立法第４条○下地岳芳環境企画統括監

の第１項第２号に環境保全に十分に配慮することとございますので、そういう

判断の一つだと理解してます。

この条文は条文でございまして、法令にのっとりと県は○又吉進知事公室長

言っておりますので、しっかりこの法令にのっとって、今後、審査が行われる

ものと考えております。

ぜひあらゆる知恵を駆使して、知事の県外、国外という思い○玉城義和委員

をぜひともなし遂げていただきたいと思います。そういう意味では公有水面埋

立法第４条は非常に重要な条文だと思いますので、まさに法令にのっとって頑

張っていただきたいと思います。

ほかに質疑はありませんか。○新垣清涼委員長

比嘉京子委員。

今、熱い議論があったので引き続き、ただいまの27ページ、○比嘉京子委員

28ページですけれども、まず、ホームページに海岸防災課が出しているフロー

チャートがありますね。それを参考に順次お聞きしたいと思います。

今、補正評価書についてはまだ精査中ということなので、お聞きすることが

できませんけれども、手続のフローチャートにまず、出願者と免許権者の間に

第１番目にあるのが利害関係者との調整、環境アセスメントという２つの項目

があります。その２つを簡潔に説明いただけますか。

今、手元にフローチャートそのものがございませ○松田了海岸防災課副参事

んので、全くそのとおりにはお答えできないかもしれませんが、基本的に利害

関係者というのは、埋め立ての区域または埋め立て工事の施工区域の水面に権

、 、 、 、利を有する者 例えば 漁業権者でありますとか そこに水を排水している者

そういった方々との調整が済んでいるかどうかということです。それから環境

影響評価については、規模によって法あるいは県の条例といったような手続が

必要になってきますので、そういったものがきちんとなされているかという点

かと思います。

これは名護市長の意見を聞く段階があるでしょうし、名護市○比嘉京子委員
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議会の採決も必要かと、関係者というところではあると思います。これはおい

ておきまして、２番目の環境アセスメントというところでありますが、まず先

ほど公有水面埋立法の第４条―いわゆるそれを拒否することができるという条

項の１と２を今取り上げておられましたけど、その前にその同じ公有水面埋立

法の第42条についてお願いします。

公有水面埋立法第42条は、国が埋め立てをする場○松田了海岸防災課副参事

合の手続について定めた条文でございまして、国において埋め立てをなさんと

するときは当該官庁、都道府県知事の承認を受くべしということで、承認申請

を出す根拠となっている条文でございます。

その公有水面埋立法第42条を踏まえて、今沖縄県が公有水面○比嘉京子委員

埋立法第４条―いわゆる環境アセスメントを含めたチェックをしようと。その

２つの条文における、法令における対立といいますか、それになるだろうと思

います。そのときに先ほどから言っています環境アセスメントの中の１点、例

えば、何といっても今まで流れで来ているのですが後出しが非常に多かったで

すよね。その中においても、一番後出しの最たるものはオスプレイですよね。

機種をずっと隠しながら評価書まできて、２つの後出しをして、そして住民意

見を聞くチャンスを与えず、そしてなおかつ我々はそれを飲み込まされている

わけです。それに対しての環境アセスメントというのが、県として十分だと認

識しているのかどうか。進んできているのでいたし方ないという段階に今ある

のではないかと思いますが、その過程においてアセス法の趣旨に全く違反した

環境アセスメントをやってきたのが政府ではないかと私は思います。つくるこ

とに結論があって、アセスメントを形式化している。だから環境を守るという

アセスメントではなく、つくることに終始していたアセスメントを、みずから

がやってしまったアセスメントではないかと認識しています。１点だけオスプ

レイに関して県の認識を伺います。

オスプレイにつきましては県民の不安が払拭されておら○又吉進知事公室長

ず、現在、安全性も確たる証明がないと考えておりまして、この配備中止を含

めた計画の見直しを求めているところでございます。

騒音や低周波が環境に与える影響であるとか、生活に与える○比嘉京子委員

影響であるとかは、ある意味で全く隠された状態で進んできています。そうい

うことも踏まえての現在の補正評価書が出てきてるわけです。そして、その補
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正評価書の中において、もう一点、その中のアセスメントに関しては、先ほど

から土砂の問題があります。土砂の問題がありますけれども、これについて外

来生物に準拠した対策を講ずると書いています。このことは皆さんから見て、

これだけのトン数の土砂を運び込む、しかも沖縄県以外から運び込むこともわ

、 。 、かっているわけなのですけれども 明示しているわけです そのときにおいて

本当にこれは環境問題として運んでくる土砂のチェックが―外来種が入らない

ようにするチェックは誰が考えても不可能だと思います。それは県の認識はど

うですか。

今委員のおっしゃっている、大量の土砂に外来種○下地岳芳環境企画統括監

等の混入等が懸念されるわけですけれども、その対策として生態系に対する影

響を及ぼさない旨の規定を、同様に発注仕様書に設定し配慮することとします

とありますので、当然、今現在、具体的な使用する土砂等が示されておりませ

んので、まだその土砂の中にどういった外来種がいるかどうかということも我

々はまだ把握しておりません。ただ、そういった発注書等を勘案して、しっか

りと事業者に外来種等の混入がないように指導すると考えております。

一般論で考えて、これだけ膨大な土砂を運んでくるときに、○比嘉京子委員

本当にそれをろ過して持ってこられるのかということは誰が考えても不可能で

す。なおかつ、適切に駆除されたことを確認すると書いています。これが本当

に今までアセスメントの準備書からきて、今日まできた国の対応の流れから考

えると、こういった文言を沖縄県が受け入れるのか、信用するのかということ

だと思います。そのことは私は今のような答弁ではいけないと思います。やは

りこれは、本当に駆除されることを確認するなんてことをこんなに簡単に書い

て、誰がどうチェックするのかということを考えると、これだけ膨大な土砂に

ついて我々だってチェックできません。そのことでそれを求めていくというよ

うな環境担当の、県のトップがおっしゃってはいけないのではないかと。誰が

考えても一般論として難しい。我々はマングースで外来種の駆除に手をやいて

いますよね、その教訓あるはずですよね。そのことについて、今のような答弁

でいいのか、もう一度お願いします。

事業者において責任を持って外来種の混入がない○下地岳芳環境企画統括監

ような配慮をすべきことは当然でございますので、そのやるべきことを相手方

に詳細に説明を求めて、我々がそういう判断をしていくという仕組みでござい

ます。直接県が行って詳細に云々という世界は想定しておりません。あくまで
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も事業者に求めていくということでございます。

求めていくことは県のスタンスとしていいと思います。求め○比嘉京子委員

た結果、それが完全にそういう形としてなっていくかどうかということに対し

ては疑問をお持ちではないですか。

ですから、事業者から示された仕様書等でそうい○下地岳芳環境企画統括監

った委員のおっしゃるような疑問等が湧けば、当然そこは我々が事業者に求め

ていくというスタンスでございます。

この議論はもうこれくらいにします。今、一例挙げたのは土○比嘉京子委員

砂の問題であり、オスプレイの問題が環境のアセスメント上の問題として―私

は皆さんのフローチャートの一つの中で今この２題を議論したのですが、もう

一点は、まず国が申請してきた埋立承認に対して、県が先ほどの公有水面埋立

法第４条を盾にイエスかノーを出す、その後ですが、先ほどの玉城委員の議論

とは少し異なった意見を感じています。ここで私は、このことは全て沖縄県知

事の最終的な判断にかかっているのではないかと、この法令上ですね。それ以

上の国土交通大臣にまでいかないのでないかという認識を持っていますが、県

の認識はいかがですか。

公有水面埋立法の手続においては、最終的に承認す○金城淳土木整備統括監

るかしないかということで、その時点で公有水面埋立法の手続は終わることに

なります。

私もまさにそのとおりだと思います。国の申請は埋立承認で○比嘉京子委員

あり、国土交通大臣の許可を受ける必要は全くないわけですよね。ないですよ

ね。その認識をするかどうか、ないですよね。

ありません。○金城淳土木整備統括監

私はその確認をきょうやりたいというのが大きな目的でござ○比嘉京子委員

いました。それはやはり県の認識と一致しておりますので、ここで50ヘクター

ルの云々を議論する必要はないと思っております。いわゆる全ての責任といい

ますか、最終的な責任は県知事どまりであるという認識でいいですよね。今、

おっしゃったことは。
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国の承認申請に対しての判断は、承認するかしない○金城淳土木整備統括監

かのいずれかで終わります。

公有水面埋立法としては、わかりました。○比嘉京子委員

では、もう一つは枯れ葉剤の問題について何点か確認をさせていただいて、

県のスタンスをお願いしたいと思っていることがあります。22ページの陳情第

25号の２を質疑させていただきます。

この文書はまだ報告書が出ていない前の文書だと思います。先ほど、午前中

に質疑がありまして、知事公室長の回答に見られましたので確認なのですけれ

、 。ども 知事公室長は報告書が出たことを報道でキャッチしておられるのですか

事前に情報は入っておりませんで、報道で直ちに政府に○又吉進知事公室長

対して確認をいたしました。

本当にこの姿勢こそぜひ変えてほしいと思います。沖縄県が○比嘉京子委員

沖縄県の現状に対して報道でしか知らないと。午前中に、国は県民や市町村に

対して情報をきちんと十分に説明をする必要があるという答弁をされました。

この前に、県のスタンスとして私は直接報告に来てもらう必要があるし、また

来てくれないといけないのではないかと思います。例えば、我々がそういう報

告書がアメリカで出ましたということを報道で知っていいのかどうか。そのこ

とを常態化していることによって、その報告にさえも来ないのか。沖縄県の被

害があるかどうかも大変な問題だと思うのだけれども、こういうことを常に我

々は容認しているのではないかと思います。そのことについてはどういう認識

でいらっしゃいますか。

高所傍観しているわけではございませんで、報道といい○又吉進知事公室長

ましても沖縄タイムス、琉球新報のみならず、たしかジャパンタイムスがその

日の最初の報道だと思います。それがどうもアメリカでこういった記事が出て

いるらしいという情報が入ります。したがって、米国にある私ども委託先等か

ら入ってきます。それは直ちに確認をいたします。ただ、発信元を呼びつけて

云々という話がありましたが、一義的にこの説明責任は外務省、防衛省にある

と考えておりまして、直ちにこの事実のてんまつ―この情報の信憑性、あるい

はそれに対応する日本政府の姿勢といったものを確認するという手順を踏んで

おります。何か座して待っているということではございません。
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私も座して待っておられるとは思っていなくて、むしろ私と○比嘉京子委員

しては、こういう報告書の中身になっていて、今どういう認識でいるのかとい

うことを、外務省や防衛省から沖縄県に説明をしてもらう責任があるのではな

いかと。例えば、インターネット上であったり、電話であったりとかではなく

て、本当に対面して説明をしていくという誠実な対応を、よく総理も大臣等も

言うのですが、私は実態はそうなっていないと思います。ですから、県はそう

いう対応を要求するべきではないかという質疑をしているつもりです。

県としてはその姿勢は持っていると考えております。当○又吉進知事公室長

然、電話であるいはメールで事実確認をするわけです。さらにそれで不十分な

場合は担当者を外務省と接触させまして、実際のところ、紙でいただきたいと

いう形でいただいたりとか、そういうことはしております。ただ、この問題に

つきましては、なかなか情報がかちっとしたものが出てこないといううらみが

ありまして、したがって、この問題は何か政府の発表をもってこれで完全に収

束した、あるいは安心しているという状態になっていると思っておりません。

そこは引き続き、そういう報道を含めて事実の検証をしてまいりたいと思いま

す。

こちらから電話するなり、メールするなりではなくて、あち○比嘉京子委員

らから本来なら来るのが誠実ですね。行動と言動が一致するように求めていく

必要があるという姿勢をぜひ県にとってほしい。次に、この報告書の存在に対

しては、県として今どういう取り組みをしておられますか。

直近に出ました報告書につきましては、原本を入手いた○又吉進知事公室長

しまして、その概要版を翻訳しております。また、その本文の翻訳に取りかか

っている状況です。それを読んだ限りでは今何か被害が出ているということは

ないので、ある意味では安心しているわけですけれども、しかし、そこでのい

ろいろな事実があろうかと思いますので、しっかり精査をしてまいりたいと思

っております。

沖縄県として取り組むということと同時に、相手にしっかり○比嘉京子委員

と説明責任を果たさせることは先ほどおっしゃっていたのでいいのですが、も

う一点は、沖縄タイムスの20日の記事にも出ていますように、県内で元基地従

業員の方からも事情聴取することは今のところ考えておられないのですか。証
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言が結構あちらこちらから出てきています。

そこでいろいろな証言が出ていることについては高い関○又吉進知事公室長

心を持っております。ただ、その方々の記事を読んだだけではなかなかわから

ない部分もございまして、さらに米側の証言というのはなかなか接触も難しい

という感じもあります。ただ、今県がやっておりますのは、これに類する証言

でありますとか、あるいは何か手かがりになるものがあればそれを市町村から

情報をいただけないかということを依頼しております。また、大変北谷町長が

この問題に関しては危機感といいますか、熱心でございまして、何度も意見交

換をしております。北谷町の中でいろいろ住民から寄せられた情報については

県にもすぐ一報を入れるので、そうなったときは一緒に動きましょうという話

をしております。

最後ですが、やはり私は今のスタイルをぜひ県が変えていく○比嘉京子委員

ような―直接コミュニケーションとるような、こちらからお伺いを立てるよう

なことではなくて、あちらからやってくることは当然だろうという対応をぜひ

要求してほしいと思います。

最後に、先ほどからありますオスプレイパッドですが、これは陳情平成24年

第128号から５件か６件あると思います。午前中の答弁の中に、今後あと５カ

所つくられるという話がありましたけれども、今後国から赤土等流出防止条例

に基づく、例えば通告書というのですか、これからの建設に対して通告書が出

た場合に県としてはどのような対応をされますか。

当然、赤土等流出防止条例にのっとって流出防止○下地岳芳環境企画統括監

。 、対策が万全に行われているかどうかという視点から審査を行います それから

午前中に答弁申し上げましたように、小まめに立ち入りの部分も沖縄防衛局を

通じて要請をしていきたいと考えております。

そのときにやはり建設前、建設中、建設後の視察といいます○比嘉京子委員

か、それをぜひお願いしたいと思います。

ほかに質疑はありませんか。○新垣清涼委員長

具志孝助委員。

この問題は、同じ議論の繰り返しでどうしたものかと思って○具志孝助委員
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。 、います そもそもは普天間飛行場が余りにも都市のど真ん中に今日でもあると

このようなことではあってはならないのではないか。しかも沖縄は本土の米軍

基地と比較して余りにも負担が大きすぎると。知事も日米安全保障条約は認め

ているけれども、それにしても負担が大きすぎると。したがって県外移設だと

いうような立場をとっていると思っております。自民党もそのようなことでき

ているわけです。申し上げたいことは、普天間飛行場の危険性は政治家の大き

な責任である、万が一あそこで不測の事故が起きたときに誰が一体責任をとる

のかと、言っただろうということで我々は責任の回避ができるのか、何として

も解決をしなくてはいけない、閉鎖をさせなくてはいけないと、これが一番緊

急かつ本当に県民にとって重要と言える問題だと、私はかねてからそう思って

本会議でも質問をしました。県外移設が絶対必要だ、これを求めていくと自民

党もそう言っているということです。知事の立場もよくわかって、知事が繰り

返し答弁したことも耳にたこができるほど聞いておりますが、もう一度、改め

て頭を整理してみたいと思っております。

いよいよ埋立申請も出されました。先ほどの質疑の中でも正念場だと思って

おります。そこで、繰り返しの質疑になりますけれどもお願いしたいと思いま

す。知事は県外移設が早いと思うと、基地の整理縮小をするためには何として

もあそこを閉めなくてはいけない、それを解決するためには県外移設が早いと

言ってます。県外移設が早いと知事が判断している理由は何ですか。

これは何度も知事は記者会見等で話しておりますけれど○又吉進知事公室長

も、現状は日米両政府は辺野古案を推進している。一方で、県内の全ての市町

村が反対をし、かつ、県議会でも決議が出ているという状況を鑑みまして、い

わゆる現行案の計画というものは、地元の名護市も反対しているという中で、

そういったものを考えますと、仮に推進するとしても反対をどうするか、ある

いは最近は知事が申し上げているのは実際に着工から非常に時間がかかるので

はないかと。その間、普天間飛行場が残るということはこれは固定化にほぼ近

いと。したがって、現在運用の低下している空港等を政府において能動的に探

して、その空港に移設していくということが合理的かつ早期に問題を解決する

道であると主張しているわけでございます。

一つずつ整理していきたいと思います。○具志孝助委員

国が主張している辺野古に移すということは、県民の反対の前で時間がかか

る、現実的には県外のほうが早いとおっしゃっていますよね。辺野古移設は事

実上不可能、他府県のほうに移設したほうが早期解決につながると、時間のこ
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とを言っています。時間が早い、時間については国のほうはほぼ５年間くらい

でできると言っていて、合いません。なぜ５年間なのかということを説明を求

めなくてはいけません。知事は５年どころか10年も、20年もかかるだろうと、

これだけの沖縄県民が全ての県民が、自治体が反対しているのだから、これだ

けの抵抗運動の中で仕事ができるかと。政府はやると言っています。このよう

な議論をしていては話になりません。そこでもう一度お尋ねしますが、知事が

県外移設が早いというのは県民が反対しているからできないと、こう言ってい

るわけです。そうしますと、県民が反対していたら軍事基地、自衛隊、そうい

うものを全て拒否することができると思っていますか。いわゆる安全保障の問

題がどうして地方自治体の権限に委ねないで、国の責任であるというような―

いわゆる法律的に整理されているのは、これは国にとっては譲れない事案であ

ると、課題であるという位置づけがあると思います。基地問題が国の専権事項

であるという理由は何だと考えますか。なぜ、国の専権事項ですか。

まず、前段の御質疑の中で県民の反対という御表現があ○又吉進知事公室長

りましたけれども、知事は、この場合の県民というのはなかなか範囲が難しい

問題でございます。知事が申し上げているのは、地元、市町村長として明確に

反対をしておられる、あるいは議会が議決をしておられる、あるいは名護市長

が反対の行動をとっておられるという個々の具体的な客観的な事例を挙げてい

るわけでございます。後段の御質疑に関しましては、在日米軍は日米安全保障

条約第６条を根拠として駐留しているわけですけれども、その日米安全保障条

約の意義づけでありますとか、あるいは歴史的な評価につきましては一定の評

価をしております。しかし、かねてから申し上げているように、やはり米軍施

設というのは騒音でありますとか、あるいは事件、事故、あるいはそういった

占有しているための都市計画への影響とか、幾つもの負の影響を地元自治体に

与えるわけでございまして、それをそこに置くということはもちろん国家の意

思であって、あるいは国家間の取り決めでございますが、当然、地方自治体に

対しては―とりわけ沖縄のように大変専用施設が集中しているということにお

いては、これは地方自治体としても政府に対して物を申し上げなくてはいけな

いですし、政府はそれに答える責務があるということでございます。

知事公室長の答弁はまさにそのとおりだと思っております。○具志孝助委員

県民は当然意見を言う権利がありますし、それはまかりならないと、これを申

し上げる権限はあります。しかし、国は国の立場でどうしてもそれはどこかで

やらなくてはいけないし、それに対する負担については国ができる限りの方法
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でそれを考えていきましょうという仕組みになっていることは、お互いによく

。 、 。知っているところです それでは もう一度話がよそに行っていますので……

埋立申請を出されている、先ほどの公有水面埋立法第４条の問題がいろいろと

あって、そこが知事の一番のよりどころだという御指摘があったわけですが、

そのことによって埋め立てを知事がとめることができると考えますか。できる

方法があるとしたらどういうことだと思いますか。今、みんながそこはやめて

もらいたいと言っているわけですから、一生懸命知恵を絞ってここはできない

という結論を早目に出さなくてはいけないです。その方法があるとしたら、ど

のような方法ですか。阻止する方法です。

、 、○又吉進知事公室長 かなり仮定といいますか そういうことがありますので

この現在の申請行為について軽々にその結論を思わせるようなことはここでは

言えないわけですが、ただ、行政庁の行政処分としましては許可、不許可とい

う世界でございます。したがいまして、それがいずれの判断が出るにせよ、そ

ういう判断をつくり出すことが行政、県の責任であると考えています。

いわゆる環境保護法、生活環境あるいはその海域の環境を保○具志孝助委員

、 。 、全する それらの法律に抵触するならば当然できるわけがありません しかし

国も一生懸命環境をクリアする方法を出してくるわけです。先ほどの課題と同

様に、相当の知事意見を出している。それに対して今度は補正してきた。この

ように知恵比べをしているわけです。最終的にこれをクリアしたときに阻止す

る方法はありますか。いわゆる知事の政治判断、私は公約で認めない、県外移

設と言いました。県内移設反対とは言っていないかもしれません。県外移設と

言っているわけですから認めませんと、政治判断ですと、こういうことが可能

ですか。

少し御質疑の趣旨が私どもの理解と違うかもしれません○又吉進知事公室長

が、我々行政庁としては、そこで付随する法令に違反することなく法令にのっ

とってしっかり審査をして、そこで判断をするということが県の責任であると

いうような理解であると申し上げております。

今、それでは知事公室長が言う法令にのっとってという法令○具志孝助委員

はどういうことを想定しますか。行政手続法、公有水面埋立法、こういう法令

にのっとってですよね。
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そのとおりです。○金城淳土木整備統括監

。 。○具志孝助委員 それでは知事の出る幕はありません これは役人ができます

これにのっとってクリアされましたというときに、後の方法はどうですか、と

める方法です。埋め立てを許可しないと、阻止する方法を先ほどから聞いてい

ます。

とめる方法に対してにわかに県としてお答えすることは○又吉進知事公室長

なかなか難しいですし、何を想定されているのか少しわかりにくい部分もござ

いますけれども、最終的にこの埋め立ての申請に対する可否を示すのは知事の

責任であって、そこには当然知事の政治姿勢というものを―いろいろな判断が

入ってくると考えております。

結局、皆さんの答弁をこれまで聞いていても、この範囲内は○具志孝助委員

どうしても超えられません。最終的にはやはり国が思うような方向でしか進ん

でいかないだろうと思っています。私がずっと言っていますけれども、普天間

飛行場の危険性については猶予はないと、早く解決してあげなくてはいけない

と、これが私たちの責任ですと、知事もそうですし県議会議員もそうですと。

、 。私たちもベストは県外ですと これ以上の負担は耐えられませんと言いました

しかし、このままで行きますとそれこそそれをとめる方法があるのかと。この

次の話、例えば、国のほうの判断でどうしても沖縄のこの地でないと―これは

軍事基地ですから、軍事上の問題なのですから、そこでないとどうしてもその

機能を果たさないという判断を向こうがしたときに、知事はそれは困りますで

阻止することができるのですかと申し上げています。

まず、そういう疑念なり―普天間飛行場が県内でなくて○又吉進知事公室長

はならない理由ですとか、そういったことは何度も政府に問い合わせています

が、今、そういったことに対して県が納得する合理的な理由というのは現在示

されているとは思っておりません。ただ、そうなったときに阻止するというこ

とにつきましては、阻止がいかなることを指しているのかわかりかねますけれ

ども、やはり公有水面埋立法の申請に対する判断という形で当然県の姿勢は出

てくると。ただ、あえて申し添えますと、県外移設を求めるということを県は

申し上げているわけでして、普天間飛行場の危険性を除去するための選択肢、

方法論としての県外移設というのは、県があり得ると考えております。したが

って、そこはしっかりと政府に取り組むように求めてまいります。
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政府において県外移設を真剣に検討されたと思っています○具志孝助委員

か。普天間飛行場の代替施設を、沖縄以外で真剣に検討されたと思っています

か。

まず私どもが受けた説明では、民主党時代に鳩山さんが○又吉進知事公室長

総理をやっておられたころに、そういう検討をしたという説明がありました。

ただ、それが十分であったかどうかということははっきりしておりません。県

としましては、県外移設を求める以上、やはりまだまだその余地があるのでは

ないか、あるいはある意味では方法論といいますか、手法を変えて、発想を変

えて、現在使われていない空港を探すとか、そういうことをやはり政府におい

てやるべきだと考えております。

鳩山さんは県外移設とおっしゃった。ほとんど舌の根も乾か○具志孝助委員

ないうちにやはり沖縄でなくてはいけないと、こう言いました。それはそのと

きに皆さんはどういった対応をとられましたか。時の民主党政権に対して。

具体的は根拠になる文言は持っていませんけれども、少○又吉進知事公室長

し申し上げますと、最低でも県外とおっしゃってました。当然これは県のみな

らず、県民のそれまでやむなしとしていた方々も含めて大変な期待を生んだわ

けでございます。その過程で恐らく民主党政権が発足した後、完全に回帰する

まで４カ月程度あったと思いますけれども、その間にいろいろなところをそれ

なりに検討されていたと。明らかになっているのは鹿児島県徳之島の話がござ

いました。官房長官が赴いたこともありました。ただ、そういったプロセスが

あって、結果的に舞い戻ってきたと。それでも大変県としては、あるいは知事

としては慎重でございました。現実性―委員がおっしゃるように普天間飛行場

の危険性の除去でベストの道はどこだということでした。しかしながら、そう

いう十分な説明がないまま、現行案、日米合意案を推進するという立場になっ

て、それは非常に根本を担うところの情報が全く示されないままそういうこと

になったものですから、知事はそういう意味では県外移設を求めるという方向

にかじを切ったということでございます。

知事と同様に、むしろ知事より我々のほうが先に、政府は平○具志孝助委員

成21年９月の衆議院議員選挙で民主党政権ができて県外移設と。それでは我々

も県外移設を求めると。何の矛盾もしないと。自民党は苦渋の選択で普天間飛
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行場の危険性にはかえられないので、やむを得ず県内移設を認めるということ

でありました。民主党政権が誕生して、県外移設をやるというならば我々はち

ゅうちょする必要は何もない、県外移設だと言いました。そして、知事にもそ

れを求めました。皆さんもよく御承知のように、知事はこれはできるわけない

と恐らく腹に思ったのでしょう、なかなか乗りませんでした。知事選挙のぎり

ぎりになって、県外移設を公約に掲げました。これはみんな、与野党、県民が

よくわかっています。すなわち、あのとき我々もだまされました。何の準備も

何の具体案も持っていなくて、ただ県外移設と言ったのです。そのほうが県民

。 、 、受けすることが当たり前です 今でもそうです メディアもそう言っています

みんな県外移設。41市町村長も県外移設ができるのであれば県外移設だと、政

府はそう言ったではないかと言ってきました。しかし、今現実はどうかといい

ますと、そうはなりません。民主党政権も済みませんでしたと言っています。

余談になりますが、野党の一部には鳩山さんがあのときに県外移設と言ったか

ら、沖縄県、自民党も含めてみんな県外移設になったと。あの人は功労者だと

いって、今、みんなに糾弾されて民主党の公認も得られないで、政治の場から

追放された人を立派だ立派だと呼んで、講演会をセットしたグループもあるの

です。何ですかこれは。今、そういうような環境をつくってくれた功労者だか

ら彼は評価されたわけです。しかし、県民にとってどうですか。一体全体、こ

の問題をどのように解決しますか。本当に県外移設のほうが早いのですか。み

んな普天間飛行場の危険性は猶予がないと、私の立場は、万が一普天間飛行場

で事故が起きたときには、事故そのものも大変ですし、日本における日米安全

保障条約が破綻します。沖縄においても米軍基地を認める人が誰もいなくなり

ます。そうすると日米安全保障条約は破綻です。そのときに日本の安全保障を

守れますか。今の尖閣諸島の問題等々考えたときに、恐ろしいことです。です

から一刻も早くこの問題を解決しなくてはいけないということが、私の、政府

の立場だと思っています。今の安全保障、尖閣諸島の問題を考えたときに、こ

の普天間飛行場の問題を一日も早く解決しないことには恐ろしい事態が生じる

と。これは本当に真剣に日本の安全保障ということを考える人には一刻の猶予

もないと思います。私もその一人です。何としてもこの問題をめどづけしなく

てはいけない。私も県外移設がベストです。そうあるべきだと思っています。

しかしそれよりも何よりも大事なことは、普天間飛行場の危険性を除去してあ

。 、 、 、げることです そこで 今 県外移設が早いという知事の理由は―反対勢力が

これからも反対運動があるからできるわけないと、これ以外にはどういう理由

がありますか。
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申し添えますと、反対勢力といいますか、市町村あるい○又吉進知事公室長

は地方自治体、議会というところがその責任を持ってこの計画に異を唱えてい

るということ、これを重く受けとめているということが一つです。さらに先ほ

ど申し上げたように実際に、これは一般論でございますけれども、これだけの

場所を埋め立てるのに時間を要してしまえば、これは普天間飛行場の危険性は

なかなか解消されないと。そういう意味では県外移設を追求するほうが早いと

言っているわけでございます。

首長たちがみんな県外移設を求めています。首長方が自民党○具志孝助委員

県連同様に、鳩山政権当時、ここにもありますように平成21年の民主党政権の

ときから変わったと。そのときに政府がそう言ったので、それを求めようとい

うことです。しかし、もう政府はそれはできないと言っています。自民党は終

始一貫県外移設は難しいと、沖縄には申しわけないけれどもこれはお願いした

いと。そこで北部振興策、沖縄振興がどうのこうのと、一括交付金も出てきた

と思います。あめとむちというような表現をしますけれども。41の首長たちが

求めている。それと反対運動、抵抗運動が高まって事実上できない、事実上困

難であると。これは県民感情で許さない、この理由は何かというと74％の基地

を押しつけられているということです。ここも大変重要な問題で、我々は負担

加重だからこれ以上新しい―閉鎖すると言っておきながらまた新しい基地をつ

くるのかと、矛盾するのではないかと言っています。政府は、普天間飛行場は

480ヘクタール、新しく計画しているのは160ヘクタール、面積で考えても縮小

しますと、ですから負担の軽減であると。今は都市の真ん中にあって、危険性

。 、 、が海上と全然違います しかも比率からしますと 0.6％の県土といいますが

。 、あそこは埋め立てですから新しい土地であって こういう考え方からもすれば

政府は負担の軽減になるという判断です。政府が言う―普天間飛行場を辺野古

に移すことは負担の軽減になると説明していることについてはどう思います

か。負担の軽減にはなりませんか。

負担の軽減といったときに、これは総合的なさまざまな○又吉進知事公室長

土地の返還等も含めて負担の軽減と政府は言っていると思います。ただ、普天

間飛行場の問題につきましては負担は明確に見えておりまして、普天間飛行場

周辺の住民が大変危険性にさらされ、かつ騒音にさらされていると。これを何

とか解消しなくてはいけないという課題をいかに解決していくかということ

で、これまで歴史をもって取り組まれていました。そういう意味では、日米両

政府も普天間飛行場を動かさなければならないということでは一致している
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と。ただその方法論として、かつて名護市長、あるいは県知事もそうですが、

ベストではないけれどもベターだと苦渋の決断をした時期があったと。ところ

が政治情勢、あるいは最大の原因はその合理性というものに疑いが持たれてし

まって、その根拠といったものが。結局それが、しっかりと県民が納得するよ

うに説明がされていないという状況で現在に至っているわけです。したがいま

して、この状況の中でやはり知事は県外移設を国に求めていくということが合

理的な判断であるということでございます。

知事が県外移設を求めていることについて、私はよく知って○具志孝助委員

います。自民党が要求したのですから。県外移設を公約に掲げなさいと、そう

でもしないと自民党も推薦できないと、ここまで言いました。私は当時の自民

党県連の幹部です。ですからこれはよくわかります、知事が県外移設なのは。

今、それは何かといいますと、普天間飛行場の危険性の除去をするということ

が一番の根本ですから、政府はそのためにも急がなくてはいけない、一つには

危険性―負担という意味で、負担の中身は基地からくる危険性の負担と面積面

があると思います。普天間飛行場を辺野古に移すことは、そういう意味では負

担の軽減になるのではないですか。ならないですか。普天間飛行場を辺野古に

移すことが、政府が言う負担の軽減ということは間違っていると、政府に向か

って言えますか。あなたたちは沖縄のため、負担軽減のために抑止力の維持と

負担の軽減と言っています。全く沖縄の意見と矛盾しているような話をやって

いるように言う人もいますけれども、負担の軽減にはならないですか。

かつてそういう判断があって、辺野古案があって、それ○又吉進知事公室長

を県もやむを得ないとしていたと。そういう意味では、その時点の考えではあ

りますけれども、やはり今の普天間飛行場の周辺の負担を軽減するための方策

として辺野古移設案が―これが回答であると言った時期は確かにあったと。ま

たそのお考えを政府もお持ちですし、そのようにお考えになる方々も当然いる

と思います。

ですから、負担の軽減にならないのですか。普天間飛行場か○具志孝助委員

ら向こうに移すことは。

基地の問題は普天間飛行場の問題に特化する話と、相対○又吉進知事公室長

的な負担の軽減と、次元の違う問題があります。ただ、普天間飛行場の危険性

を除去することが負担の軽減という観点から辺野古案があったわけですから、
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。 、 、当然これは負担の軽減と言えると思います ただ それが現実に可能かどうか

実際に支持されているかという問題はまた別の問題でございます。

政府は、抑止力の維持と負担の軽減ということをきちんと言○具志孝助委員

っているわけです。しかし、負担の軽減にならないと―新しい基地をつくるな

らば負担の軽減になりませんという理屈を言っているものですから、どう思い

ますかと言っています。

負担の軽減という言葉で一くくりにすると―負担の軽減○又吉進知事公室長

、 、 、というのは これまで基地負担の軽減を求める際には 沖縄県は７項目くらい

日米地位協定を含めて言っているわけでございます。したがって、今委員の御

質疑がどこに焦点を当てているのかということが少しわかりにくいところもあ

りますが、普天間飛行場の辺野古移設案というのはそもそも、そういう意味で

は普天間飛行場の危険性という負担を軽減するために、一つの選択肢として考

え出されたことではあると。そういう事実はあると考えています。

そこで申し上げたいことは、今の政府の立場からしますと、○具志孝助委員

尖閣諸島の問題で安全保障がこれほどまでに脅かされているときはありませ

ん。しかも、民主党政権が生まれて日米関係がぎくしゃくしています。日本は

憲法上の問題もあって、日本の単独の力だけでは、今の日本の国民の安全、平

和ということには十分ではありません。このときこそ日米同盟をしっかりと強

化して、アメリカの抑止力を使って、中国その他の国からの挑発を排除してい

かなくてはならないと。こういったのっぴきならない状況に政府はあると私は

認識しています。この中でたまたま普天間飛行場の問題をずっと引っ張ってき

て、今日を迎えています。やっかいなことだと思っています。そこで一日も早

くこの問題を解決をしていかなくてはいけないというときに、知事が言う県外

移設のほうが現実的で、しかも早くなる方法だと思うということを繰り返され

るものですから、これは少し時代錯誤ではないかと。今どきは、沖縄の議論と

してはわかるかもしれませんが、中央では誰も理解する人はいません。最近の

世論調査の中でもやはりそうです。辺野古の問題は、辺野古に移したほうがよ

りいいという世論調査の結果が出ています。東京行動をやったときにも、街頭

からいろいろな批判、罵声が飛ばされたと。非国民だの、国賊だの、そこまで

言われたといいます。あの背景を考えると、そういうような大きな問題を日本

は抱えているという現実があります。そのような中で本当にクールにこの問題

、 、を一日も早く解決しようと また現実的にこの問題を解決しようという場合に
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確かに沖縄県民はそういうような状況にあるけれども、これはいわゆる反対が

あるからできないということと、現実に危険にさらされているという国防上の

問題となったら次元が違う話だと思います。国は何が何でもこの問題を解決し

なくてはいけないという相当なシミュレーションを立ててやっていると思って

います。ですからここをしっかりと考えていかないと、知事は責任を果たせな

いかもしれないと。リーダーが違った方向でずっとこうして油を注いでいると

、 、余計に困難な問題に 困難な状況になるのではないかということを懸念をして

しっかりと現実を見ていただきたいと思っています。先ほどから言っているよ

うに、知事は飛行場のあるところに移したほうがいいと、こういう話をされて

います。知事は、まさか鳩山総理と同じように具体的な考え方は何もなくてぽ

っと言っていることはないと思いますが、知事の頭の中には具体的に持ってい

らっしゃるのでしょうか。鳩山総理と同じように、全然県外移設の計画も何も

ないのに簡単にできるということであれば恐ろしい話です。いかがですか。

一連の委員の御質疑の中で、政府としての安全保障に対○又吉進知事公室長

する考え方、その上での普天間問題、あるいは県の地方自治体としての普天間

問題、県民としての普天間問題、それぞれの視点をしっかりと考える必要があ

ると解釈いたしました。それは県も考えているところでございまして、当然こ

の普天間飛行場あるいは海兵隊のプレゼンスというものが県民が納得するよう

な形で―なかなか難しいと思いますが、そういった説明が、そういう努力がさ

れてしかるべきであろうと。しかしながら、そういった説明を求めることをこ

の３年くらいやっていますが、辺野古に飛行場がどうしても必要な理由、ある

いはここでなければならない、これが究極の選択肢であるということが納得が

なかなかできない状況でございます。これがいわゆる知事が県外移設を求める

理由でございまして、そこの環境として反対といったものがあるわけでござい

ます。したがって県としましては、知事が具体的な県外の目算があるかという

ことですが、そこを発想の転換といいますか、真剣に政府が考えるべきである

と申し上げています。

、 、○具志孝助委員 まず１つ 知事は飛行場があるところを考えたほうがいいと

あるはずだとおっしゃっていますが、知事の頭の中にありますか。あそこだっ

たら可能性があるということ。ただ口からぽっと言っているだけの話ですか。

もちろん何か想像で物を申し上げているわけではござい○又吉進知事公室長

ませんで、それはさまざまな状況ですとか、あるいは海兵隊の移転先といった
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ものはそれなりに私どもは勉強はしております。

よく政府が言っていることは理解できないと、このように簡○具志孝助委員

単に片づけられますが、これまでこんなに時間をかけて県外移設を求めている

のにもかかわらず理解できないという話が私には理解できないです。理解でき

るように、それではだめだということで政府が県外移設を具体的に調査をして

いるかどうか、このようなことについてはどうですか。政府は県外移設につい

てきちんと調査をした跡は皆さんは確認をされていますか。

なかなか政府と自治体の関係において、それを私どもが○又吉進知事公室長

きちんと示していただきたいということを申し上げているわけですが、全て政

府がその情報開示しているかどうかはわかりません。しかし、民主党時代に鹿

児島県徳之島を含む幾つかの場所を検討したり、あるいは民主党時代に―まだ

３党合意の時代にグアム、テニアンといったものを与党の議員が提案をし、そ

れが政権には受け入れられなかったという状況であると考えております。

時間もありませんので閉めますけれども、私は繰り返し同じ○具志孝助委員

ペーパーを読み上げるだけではなくて、県外と言っているのであれば具体的に

どこを指して県外なのか、知事も当然ながらそういう努力を、国のやる責任だ

ということにしないで、みずからも努力をされる。飛行場があるというところ

にきちんと当たってみるとか、知事が想定しているところに当たってみるとい

う努力を当然やるべきです。そして、政府に対してそれを求めている以上、そ

の可能性があるのか否か、いわゆる政府にそういう考え方があるのかどうか、

ここを要求してみるべきです。ぜひ、そういうぐあいにやらないと、ただこう

いったことを言っても、沖縄でこれだけの人が反対しているからだめですとい

うことでは基地問題は解決できないと思います。これが国の専権事項というの

であれば、これこそ国の責任でやってくださいと。特別措置法でも何でも国の

責任でやってくださいと、こういうことを言外に言っているようなことになら

ないかということです。国の責任でやってください、国が調査してくださいと

、 、 、いうことになれば 国の責任でやらせてもらいますと それでいいのですねと

こういうことになりませんかということを心配しています。そういうことで、

私はしっかりと現実的にみずからも努力をして、理解できないという話は理解

できないのであれば理解できるまで、これまで大臣や要人が訪ねて来ているわ

けですから、幾らでも理解できるチャンスがあったと思います。理解をしよう

としていないと受けとめられていれば話は別の話です。そういうことを申し上
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げておきます。

休憩いたします。○新垣清涼委員長

休憩 午後３時33分

再開 午後７時33分

（休憩中に、玉城義和委員から、具志孝助委員の鳩山元総理の講演会開

催に関する発言の削除を求める意見があり、協議の結果 「野党の一、

部には 「呼んで」及び「グループもあるのです。何ですかこれは」」、

を削除することで意見の一致を見た ）。

再開いたします。○新垣清涼委員長

この際、申し上げます。

休憩前の具志孝助委員の発言につきましては、後ほど記録を調査の上、委員

長において適切な措置を講ずることにいたします。

休憩以前に引き続き質疑を行います。

質疑はありませんか。

（ 質疑なし」と呼ぶ者あり）「

質疑なしと認めます。○新垣清涼委員長

以上で、知事公室等関係の陳情に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員等退席）

再開いたします。○新垣清涼委員長

陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。

陳情等の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたし

ます。

休憩いたします。

（休憩中に、議案等採決区分表により協議）
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再開いたします。○新垣清涼委員長

お諮りいたします。

陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決

することに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○新垣清涼委員長

よって、さよう決定いたしました。

次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。

先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情13件とお手元

に配付してあります本委員会付議事件を閉会中継続審査及び調査事件として、

議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○新垣清涼委員長

よって、さよう決定いたしました。

次に、お諮りいたします。

ただいま採決しました陳情に対する委員会審査報告書の作成等につきまして

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○新垣清涼委員長

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本委員会に付託された陳情等の処理は全て終了いたしました。

次に、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題

の調査及び対策の樹立に係る参考人招致についてを議題といたします。

休憩いたします。

（休憩中に、前回委員会で持ち帰り検討事項となっていた参考人招致に

関する事項について各会派ごとに報告して協議した結果、文書での回

答は認めない、参考人招致については今後も引き続き検討していくこ
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とで意見の一致を見た ）。

再開いたします。○新垣清涼委員長

お諮りいたします。

本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査

及び対策の樹立に係る参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたと

おり決することに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○新垣清涼委員長

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本日の議題は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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